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1 新 潟県警祭本部長が,原 告に対し,平 成 16年 5月 19日 付け広第 101号

をもつてした行政文書部分公開決定のうち,汗J事部捜査第一課平成 14年 度国

費及び県費 (ただし,捜 査本部分を除く。),汗J事部捜査第二課平成 14年 度

国費及び県費,牙」事部鑑識課平成 14年 度県費並びに新潟中央警察署平成 14

年度国費及び県費の現金出納簿中,捜 査諸雑費の受入又は支出で,摘 要欄に中

間交付者の官職又は氏名が記載されていないものに係る出納年月日,支 払事由

(摘要)及 び支払金額を非公開とした部分を取り消す。

2 新 潟県警察本部長が,原 告に対し,平 成 16年 12月 24日 付け広第 210

号をもつてした行政文書部分公開決定のうち,現 金出納簿中,捜 査諸雑費の受

入又は支出で,摘 要欄に中間交付者の官職又は氏名が記載されていないものに

係る出納年月日,支 払事由 (摘要),収 入金額,支 払金額及び差引金額を非公

開とした部分並びに支出証拠書類の支出伺中,取 扱者及び補助者の決裁印,作

成年月日並びに支出額を非公開とした部分を取り消す。

3 新 潟県警祭本部長が,原 告に対し,平 成 16年 12月 24日 付け広第 211

号をもつてした行政文書部分公開決定のうち,現 金出納簿中,捜 査諸雑費の受

入又は支出で,摘 要欄に中間交付者の官職又は氏名が記載されていないものに

係る出納年月日,支 払事由 (摘要),収 入金額,支 払金額及び差引金額を非公

開とした部分並びに支出証拠書類の支出伺中,取 扱者及び補助者の決裁印,作

光

　

克

文主
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成年月日並びに支出額を非公開とした部分を取り消す。

4 原 告のその余の請求をいずれも棄却する。

5 訴 訟費用はこれを10分 し,そ の 1を被告の負担とし,そ の余を原告の負担

とする。

事 実 及 び 理 由

第 1 当 事者の求める裁判

1 原 告

(1)新 潟県警察本部長が原告に対して,平 成 16年 5月 19日 付け広第 101

号をもつてした行政文書部分公開決定のうち別紙公開請求一覧表 Iの 「文書

の種類」欄記載の各文書のうち,「公開を求める部分」欄記載の各部分を非

公開とした処分を取り消す。

(2)新 潟県警察本部長が原告に対して,平 成 16年 12月 24日 付け広第 21

0号 をもつてした行政文書部分公開決定のうち別紙公開請求一覧表工の 「文

書の種類」欄記載の各文書のうち,「公開を求める部分」欄記載の各部分を

非公開とした処分を取り消す。

(3)新 潟県警祭本部長が原告に対して,平 成 16年 12月 24日 付け広第 21

1号 をもつてした行政文書部分公開決定のうち別紙公開請求一覧表IIIの「文

書の種類」欄記載の各文書のうち,「公開を求める部分」欄記載の各部分を

非公開とした処分を取り消す。

(4)訴 訟費用は,被 告の負担とする。

2 被 告

(1)原 告の請求をいずれも棄却する。

(2)訴 訟費用は,原 告の負担とする。

第2 事 案の概要

1 本 件は,原 告が,新 潟県情報公開条例 (平成 13年 新潟県条例第57号 。平

成 16年 新潟県条例第 70号 による改正前のもの。以下,「本件条例」という。)

5条 に基づき,実施機関である新潟県警祭本部長 (以下 「県警本部長」という。)
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に対 し,新 潟県警察 (以下 「県警」 とい う。)の 捜査費等に関する行政文書に

つき 3回 に波つて公開請求 (以下,併 せて 「本件公開請求」 とい う。)を した

ところ,県 警本部長か ら,当 該情報の一部については本件条例 7条 2号 , 4号

の非公開情報の一又は両者に該当するとして,こ れを公開 しないこととし,そ

の余を公開する旨の決定 (以下 「本件決定」 とい う。)を 受け,そ の後,上 記

公開 しない とされた部分の うちの一
部については公開されたものの,い まだ非

公開とされている部分があることか ら,本件決定の うち同非公開部分の一部 (別

紙公開請求一
覧表 I～ IElの「文書の種類」欄記載の各文書の うち,「公開を求

める部分」欄記載の各部分。以下,上 記各文書を 「本件文書」 といい,上 記各

部分を 「本件請求部分」 とい う。)に 係 る部分の取消 しを求めた事案である。

2 本 件条例の定め

(1)目 的

この条例は,地 方 自治の本 旨に即 した県政を推進す る上において,県 民の

知る権利 を尊重することが重要であることにかんがみ,行 政文書の公開を請

求する権利を明らかにし,情 報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め

ることにより,県 政について県民に説明する責務が全 うされるようにすると

ともに,県 政に対する県民の理解 と信頼 を深め,県 民の県政への参加を促進

し,も つて公正で開かれた県政 を一
層推進す ることを目的 とする (1条 )。

(2)定 義

ア こ の条例において,公 安委員会,警 祭本部長等は,「実施機関」 とされ

ている (2条 1項 )。

イ こ の条例において 「行政文書」 とは,実 施機関の職員が職務上作成 し,

又は取得 した文書等であつて,当 該実施機関の職員が組織的に用いるもの

として,当 該実施機関が保有 しているものをい う (2条 2項 本文)。

(3)公 開請求

ア 公 開請求権
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何人も,こ の条例の定めるところにより,実 施機関に対 し,当 該実施機

関の保有する行政文書の公開を請求することができる (5条 )。

イ 行 政文書の公開義務

実施機関は,公 開請求があつたときは,公 開請求に係 る行政文書に次の

各号に掲げる情報 (以下 「非公開情報」 とい う。)の いずれかが記録 され

ている場合を除き,公 開請求者に対 し,当 該行政文書を公開しなければな

らない (7条 柱書)。

1,3,5,6号 省略

2号  個 人に関す る情報 (事業 を営む個人の当該事業に関す る情報 を除

く。)で あつて,特 定の個人が識別 され,若 しくは識別 され得 るもの

又は特定の個人を識別することはできないが,公 にすることにより,

なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし,次 に掲げる

情報を除く。

ア 法 令等の規定により又は慣行 として公にされ,又 は公にすること

が予定 されている情報

イ 人 の生命,健 康,生 活又は財産を保護するため,公 にす ることが

必要であると認められる情報

ウ 当 該個人が公務員等である場合において,当 該情報がその職務の

遂行に係 る情報であるときは,当該情報の うち,当該公務員等の職,

氏名及び当該職務遂行の内容に係 る部分。ただ し,当 該公務員等が

規貝Jで定める警祭職員である場合又は当該公務員等の氏名 を公にす

ることにより,当 該公務員等の権利利益を不当に害するおそれがあ

る場合にあつては,当 該公務員等の氏名を除 く。

4号  公 にすることにより,犯 罪の予防,鎮 圧又は捜査,公 訴の維持,汗J

の執行その他の公共の安全 と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある

と実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
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ウ 部 分公開

実施機関は,公 開請求に係る行政文書が非公開情報を記録した部分とそ

れ以外の部分とからなる場合において,こ れらの部分を容易に,か つ)公

開請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは,公 開請求者に対し,

当該非公開情報を記録した部分を除いて,当 該行政文書を公開しなければ

ならない (8条 1項 )。

公開請求に係る行政文書に前条第 2号 の情報 (特定の個人が識別され,

又は識別され得るものに限る。)カミ記録されている場合において,当 該情

報のうち,特 定の個人が識別され,又 は識別され得ることとなる記述等の

部分を除くことにより,公 にしても,個 人の権利利益が害されるおそれが

ないと認められるときは,当 該部分を除いた部分は,同 号の情報に含まれ

ないものとみなして,前 項の規定を適用する (8条 2項 )。

工 公 開請求に対する決定等

実施機関は,公 開請求があつたときは,当 該公開請求があつた日から起

算して 15日 以内に,当 該公開請求に係る行政文書を公開するかどうかの

決定 (10条 の規定 《略》による決定を含め,以下 「公開決定等」という。)

をしなければならない (11条 1項本文)。

オ 審 査請求における諮問

公開決定等について行政不服審査法による不服申立てがあつたときは,

当該不服申立てに対する決定又は裁決をすべき実施機関は,不 服申立てが

不適法であり,却 下するとき等の場合を除き,新 潟県情報公開審査会 (以

下 「審査会」という。)に 諮問しなければならない (17条 1項 )。

上記諮問をした実施機関 (以下 「諮問実施機関」という。)は ,そ の諮

問に対する答申があったときは,そ の答申を尊重して,当 該不服申立てに

ついての決定又は裁決を行わなければならない (17条 3項 )。

審査会は,必 要があると認めるときは,諮 問実施機関に対し,公 開決定
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等に係 る行政文書の提示を求めることができる (20条 1項 )。諮問実施

機関は,審 査会から前項の規定による求めがあった ときは,こ れを拒んで

はならない (同条 2項 )。

前提事実等 (末尾に証拠等を掲げていない事実は,当 事者間に争いがない。)

(1)当 事者

ア 原 告は,地 方公共団体等の不正,不 当な行為を監視 して,こ れを是正す

ることを目的として結成 され,新 潟市の住民で構成 される権利能力なき社

団である (弁論の全趣 旨)。

イ 被 告は,本 件決定をした県警本部長が所属する地方公共団体である。

(2)原 告は,本 件条例 6条 1項 に基づき,県 警本部長に対 し,次 のとお り行政

文書公開請求 した (本件公開請求)。

ア 平 成 16年 4月 7日 の公開請求

請求する行政文書の内容 平 成 14年 度～平成 15年 度の県警本部捜査

第
一課,捜 査第二課,鑑 識課,新 潟中央警祭署,新 潟東警察署,新 潟西警

祭署で支出 した捜査費 (国費),捜 査報償費 (県費)の 予算 と支出に関す

る文書及び個別執行に係 る証拠書類 (捜査費支出伺,捜査費支払精算書等,

その添付書類 としての領収書等)。

イ 平 成 16年 11月 29日 の公開請求 (その 1)

請求する行政文書の内容 平 成 15年 度分の警祭本部少年課及び交通指

導課の捜査報償費 (県費)支 出に関する財務会計帳票及び支出証拠書類の

うち,捜 査諸雑費に関するもの全て。

ウ 平 成 16年 11月 29日 の公開請求 (その 2)

請求する行政文書の内容 平 成 15年 度分の警察本部少年課及び交通指

導課の捜査報償費 (県費)支 出に関する財務会計帳票及び支出証拠書類の

‐ うち,捜 査諸雑費を除 くもの全て。

(3)県 警本部長は,本 件公開請求に対 し,次 の とお り決定 した (本件決定)。
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ア 県 警本部長は,上 記(2)アの公開請求に対し,平 成 16年 5月 19日 付け

で,別 紙非公開部分一覧表 I「文書の種類」欄記載の文書のうち,同 「公

開しない部分」欄記載の各部分については公開しないこととし,そ の余を

公開するとの行政文書部分公開決定 (広第 101号 )を した。

イ 県 警本部長は,上 記(2)イ及びウの各公開請求に対し,各 々,平 成 16年

12月 24日 付けで,別 紙非公開部分一覧表Ⅱ及びIII「文書の種類」欄記   ―

載の文書のうち,同 「公開しない部分」欄記載の各部分については公開し   ,

ないこととし,そ の余を公開するとの行政文書部分公開決定 (広第 210

号,広 第 211号 )を した。

(4)原 告は,本 件決定について,新 潟県公安委員会 (以下 「公安委員会」とい

う。)に 対し,次 のとおり審査請求を行つた。

ア 原 告は,平 成 16年 7月 5日 ,上 記(3)アについて,「平成 14年 度に係

る現金出納簿 12冊 (汗J事部捜査第一課 7冊 ,刑 事部捜査第二課 2冊 ,刑

事部鑑識課 1冊 ,新 潟中央署 1冊 )」を非公開とした部分の取消しを求め

て審査請求を行つた。

イ 原 告は,平 成 17年 2月 7日 ,上 記(3)イについて,非 公開とした部分の

取消しを求めて審査請求を行つた。

(5)公 安委員会は,平 成 16年 8月 26日 付けで上記(4)アの審査請求に関し,

平成 17年 3月 17日 付けで上記(4)イの審査請求に関し,そ れぞれ審査会に

諮問をしたところ,審 査会は,平 成 19年 3月 14日 付けで,次 のとおりの

答申 (以下 「本件答申」という。)を した。

ア 上 記(4)アの審査請求に関する諮間に対する答申

171 県警本部長が,同 審査請求の対象となつた行政文書のうち,捜 査が終

了していない捜査本部に係る行政文書について,部 分公開決定を行つた

ことは妥当である。

岡 県 警本部長は,例 以外の行政文書について,捜 査員若しくは中間交付

-8-



者の官職 。氏名又は基本捜査費に係る事件名が記載されている場合の摘

要及びそれに係る日を除き,公 開すべきである。

イ 上 記(4)イの審査請求に関する諮問に対する答申

県警本部長は,同 審査請求の対象となった行政文書について,以 下の部

分を除き公開すべきである。

171 現金出納簿のうち,捜 査員若しくは中間交付者の官職 。氏名又は基本

捜査費に係る事件名が記載されている場合の摘要及びそれに係る日

例 捜 査費支出伺 (以下 「支出伺」という。)の うち,捜 査員及び中間交

付者の官職 。氏名 (印影を含む。),作 成 日,交 付年月 日並びに基本捜

査費に係る支出事由

(功 捜 査費交付書兼支払精算書 (以下 「交付書兼支払精算書」という。)

のうち,捜 査員及び中間交付者の官職 ・氏名 (印影を含む。),作 成 田

並びに交付年月日

l‐l 捜査費支払精算書 (以下 「支払精算書」という。)の うち,捜 査員の

官職 ・氏名 (印影を含む。),作 成 日,交 付日,支 払年月 日及び支払事

由

例 支 払伝票の全部

lBl 領収書の全部

(6)上 記審査請求に対し,公 安委員会は,平 成 19年 7月 11日 ,本 件決定の

うち次の部分を非公開とした部分を取り消すとの裁決をした。同裁決を受け)

県警本部長は,同 年 7月 26日 ,本 件決定のうち裁決により取り消された部

分に係る行政文書について公開する旨の決定を行つた (広第 215号 )。

ア 上 記(4)アの審査請求について公開する部分

171 現金出納簿 (汗J事部捜査第一課 ・平成 14年 度 ・県費 ・捜査本部 ・平

成 14年 4月 起)及 び現金出納簿 (刑事部捜査第一課 ・平成 14年 度 ・

県費 ・捜査本部 ・平成 14年 5月起)の 表紙の捜査本部の名称
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仔)現 金出納簿 (刑事部捜査第一課 ・平成 14年 度 ・県費 ・捜査本部 ・平

成 14年 9月 起)及 び現金出納簿 (汗J事部捜査第一課 ・平成 14年 度 ・

県費 ・捜査本部 ・平成 15年 1月起)の 第 1頁第 1行 目の 「摘要」の捜

査本部の名称

(功 下 記 aの現金出納簿に係る下記 bの 部分

a 対 象現金出納簿

(a)刑 事部捜査第一課 ・平成 14年 度 ・国費

(b)井J事部捜査第一課 ・平成 14年 度 ・県費

(c)汗J事部捜査第二課 ・平成 14年 度 ・国費

(d)汗J事部捜査第二課 ・平成 14年 度 ・県費

(e)汗J事部鑑識課 ・平成 14年 度 ・県費

(f)新 潟中央警祭署 ・平成 14年 度 ・国費

(g)新 潟中央警祭署 ・平成 14年 度 ・県費

b 取 り消す部分

(a)県 本部取扱責任者 (県警本部長)か らの受入及び県本部取扱責任

者への返納に係る 「月」,「日」,「摘要」,「収入金額」及び 「支払

金額」

(b)月 分計,累 計及び前葉からの繰越の記載に係る 「月」,「日」,「摘

要」,「収入金額」,「支払金額」及び 「差引金額」,た だし,「次葉

へ繰越」に続く 「前葉からの繰越」の場合は,「月」,「日」,「摘要」

及び 「収入金額」

(c)次 葉へ繰越の記載に係る 「月」,「日」,「摘要」及び 「収入金額」

佃)取 扱者の引継ぎに係る記載

(e)余 白の行

l‐l 現金出納簿 (汗J事部捜査第二課 ・平成 14年 度 ・国費)の 奨励慰労費

の受払に係る 「月」,「日」,「摘要」,「収入金額」及び 「支払金額」
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イ 上 記(4)イの審査請求について公開する部分

171 現金出納簿 (警察本部少年課 。平成 15年 度 ・県費,警 察本部交通指

導課 。平成 15年 度 ・県費)の 次の部分

(a)県 本部取扱責任者か らの受入に係 る 「月」,「 日」,「摘要」,「収入

金額」及び 「支払金額」

(b)月 分計,累 計及び前葉か らの繰越の記載に係 る 「月」,「 日」,「摘

要」,「収入金額」,「支払金額」及び 「差引金額」

(c)取 扱者の引継ぎに係 る記録

0)余 自の行

岡 平 成 15年 度の警祭本部少年課及び交通指導課に係 る県費捜査費の支

出証拠書類 (捜査費総括表)の 「前月か らの繰越額」,「本月受入額」,

「本月支払額」及び 「残額」

(7)原 告は,平 成 20年 1月 9日 ,本 件決定の うち本件請求部分に係 る部分の

取消 しを求めて,本 件訴訟を提起 した (当裁判所に顕著)。

(8)本 件請求部分について,文 書の種別 ごとに,そ の記載内容を整理すると,

大要次のとお りである (乙7の 1, 2,乙 8～ 乙 11,乙 22,弁 論の全趣

旨)。

ア 現 金出納簿 (以下,現金出納簿中の下記①～⑥の各部分については,「現

金出納簿①」のように摘示する。別紙様式例1参照ど)

① 捜 査費の交付に係る受入又は支出の年月日

② 捜 査費の交付に係る 「摘要」欄のうち交付を受けた職員

の階級 ・氏名,支 払事由

③ 収 入金額

④ 支 払金額

⑤ 差 引残高

⑥ 収 入金額及び支払金額の記載件数並びに月額合計

‐
1 1 -



ただし,③ ⑤については警祭本部少年課 ・平成 15年 度 。県費及び警察

本部交通指導課 ・平成 15年 度 ・県費に限り,④ については警察本部少年

課 ・平成 15年 度 ・県費及び警祭本部交通指導課 。平成 15年 度 ・県費以

外は捜査費の交付に係るものに限り (すなわち,③ ～⑤の個別の出納額に

ついては,警 察本部少年課 ・平成 15年 度 ・県費及び警祭本部交通指導課

。平成 15年 度 ・県費は全て,そ れ以外は捜査費の交付に係る支払金額の   ｀

みとなる。),⑥ については刑事部捜査第一課 ・平成 14年 度 ・県費 ・捜   と

査本部の平成 14年 5月起及び9月起に限る。

イ 支 出証拠書類中の支出伺及び支払精算書等 (県警本部少年課 ・平成 15

年度 ・県費及び県警本部交通指導課 ・平成 15年 度 ・県費に限る。)

171 支出伺 (以下,支 出伺中の下記①～◎の各部分については,「支出伺

①」のように摘示する。別紙様式例2参照。なお,国 費捜査費の場合に

は,様 式例の 「県費」カミ「国費」となる。以下同じ。)

① 取 扱者の決裁印

② 補 助者の決裁印

③ 作 成年月日

④ 支 出額

⑤ 捜 査員の官職 ・氏名

⑥ 金 額

④ 支 出事由

③ 交 付年月日

③ 領 収印

仔)支 払精算書等

a 基 本捜査費関係

(a)支払精算書 (以下,支 払精算書中の下記①～②の各部分について

は,「支払精算書①」のように摘示する。別紙様式例3参照。)
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① 取 扱者の決裁印

② 補 助者の決裁印

③ 作 成年月日

④ 宛 名

⑤ 精 算報告者の階級 ・氏名 ・印

⑥ 交 付年月日

⑦ 交 付額

③ 支 払額

③ 差 引過不足額

① 支 払年月日

① 支 払事由

② 金 額

⑬ 返 納額の返納 (又は不足額の領収)年 月日

⑭ 領 収印

(b)立替払報告書 (以下,立 替払報告書中の下記①～①の各部分につ

いては,「立替払報告書①」のように摘示する。別紙様式例4参照。)

① 作 成年月日

② 宛 名

③ 立 替払報告者の階級 :氏名 ・印

④ 立 替払金額の合計

⑤ 支 払年月日 |

⑥ 金 額

⑦ 債 主者の住所 ・氏名

③ 支 払事由

③ 備 考

① 報 告年月日

‐
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① 取 扱者の確認印

(c)支払精算書等及び立替払報告書の添付書類としての領収書等 (捜

査員が作成した支払報告書を含む。以下 「精算領収書等」という。)

捜査諸雑費関係

(a)交付書兼支払精算書 (以下,交 付書兼支払精算書中の下記①～⑤

の各部分については,「交付書兼支払精算書①」のように摘示する。

別紙様式例 5参照。)

① 取 扱者の決裁印

② 補 助者の決裁印

③ 作 成年月日

④ 宛 名

⑤ 精 算報告者の階級 ・氏名 ・印

⑥ 月 数

② 全 体の交付額

③ 全 体の支払額

③ 全 体の返納額

⑩ 内 訳欄の交付年月日

① 内 訳欄の官職,交 付者名

② 内 訳欄の交付額

⑬ 内 訳欄の支払額

⑭ 内 訳欄の返納額

⑤ 確 認印

(b)支 払伝票 (以下,支 払伝票中の下記①～⑦の各部分については,

「支払伝票①」のように摘示する。別紙様式例6参照。)

① 作 成年月日

② 捜 査員の階級 ・氏名 ・印
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③ 支 払年月日

④ 金 額

⑤ 支 払先

⑥ 支 払事由

⑦ 貼 付領収書等

4 争 ′点

本件請求部分に記載された情報が本件条例 17条 2号 , 4号 の非公開情報の

一又は両者に該当するか否か。

5 争 点に関する当事者の主張

(1)被 告の主張

ア 本 件条例 7条 2号 , 4号 該当性

本件文書中の本件請求部分に記載されている情報は,本 件条例 7条 4号

に該当し,ま た,本 件文書中の支出証拠書類 (支出伺,支 払精算書,交 付

書兼支払精算書及び精算領収書等)に 記載されている情報のうち,捜 査協

力者等警察職員以外の氏名等及び捜査員の氏名等のうち警部補以下の捜査

員の氏名等は,同 条 2号 にも該当するものとして非公開とした。同条4号

該当性について,詳 細は,以 下のとおりである。

イ 本 件条例 7条 4号 該当性についての司法審査の在 り方

本件条例 7条 4号 は行政機関の保有する情報の公開に関する法律 5条 4

号に趣旨を同じくするものであるところ,同 法 5条 4号 は,地 方公務員の

分限処分に関し任命権者の裁量権について判示した最高裁昭和48年 9月

14日 判決 ・民集 27巻 8号 925頁 を参考にして立法されたものであ

り,こ のような立法の経緯やその文言に照らすと,同 号所定の非開示事由

該当性の審理,判 断に当たつて,行 政機関の第一次的な裁量的判断が尊重

されるべきことは明らかである。

したがつて,本 件条例 7条 4号 についても,実 施機関の第一次的な裁量
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的判断が尊重されるべきであり,同 号に該当するとして非公開又は部分公

開となった行政文書に係る処分取消請求訴訟においては,被 告は,原 告か

ら公開請求のあった当該行政文書に情報が記録されていること及びその情

報が本件条例 7条 4号 に該当すると判断したことを主張立証すれば足り,

原告は,被 告の判断が裁量権の範囲を超え,又 は濫用があつたことを基礎

付ける事実を主張立証しなければならない。

ウ 現 金出納簿について

例 現 金出納簿① (年月日)に ついて

あ 現 金出納簿の年月日欄の情報が公になれば,

(a)月 ごとの変動状況が明らかとなり,事 件発生や事件が伏在してい

る可能性がある事案の報道等の情報及び被疑者 。被告人等の事件関

係者自身が持つ自らが関係した事件等の具体的内容の情報を比較 。

分析することにより,特 定所属の捜査活動等の活発さや進展状況等

の動向を推察することが可能となり,被 疑者等事件関係者が逃亡や

証拠隠滅等の対抗措置を講じるなど,犯 罪捜査に支障が生じるおそ

れがあり,

(b)ま た,同 じように比較 ・分析することにより,情 報提供者等が特

定又は推察され,報 復を受けるおそれ及び今後の捜査協力が得られ

なくなるおそれがある。

b 捜 査費を取扱者 (所属長)カミ捜査員に交付した月日は,捜 査員が債

主者 (情報提供者,捜 査協力者,業 者等)に 支払つた日 (すなわち接

触した日)で あることが多く,現 金出納簿には当該日が記載される。

これらについての捜査員からの取扱者 (所属長)に 対する支払精算報

告は,当 日となつていることが多く,ま た,精 算の結果,追 給又は返

納額があれば,現 金出納簿には,交 付の場合と同じように当該 日が記

載される。なお)捜 査員と情報提供者等との接触が当日の深夜であっ
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たり,土 曜や日曜等の公休 日に行われた場合には,翌 日又は直近の勤

務 日となることもある。

c 以 上のように,現 金出納簿に記載された年月日は,月 分の受入,当

該所属の捜査員が情報提供者等の債主者と接触した日又は接触した日

の翌日若しくは土日等の休 日を挟んだ2～ 3日 以内の限定された範囲

の日を表している。

かかる情報を公にすれば,事 件発生や事件が伏在している可能性が

ある事案の報道等の情報及び被疑者 ・被告人等の事件関係者自身が持

つ自らが関係 した事件等の具体的内容の情報を比較 ・分析することに

より,情 報提供者等が特定又は推祭されるおそれが一層高まり,結 果

として,情 報提供者等が報復を受けるおそれ又は今後の捜査協力が得

られなくなるおそれがあるなど,公 共の安全と秩序の維持に支障を及

ぼすおそれがある。

d 上 記 cの場合において,事 件関係者や犯罪組織集団等が, どのよう

に情報の比較 ・分析を行い,情 報提供者等を特定又は推祭するかは,

そのすべてを予測することはできないが,例 えば,こ のような月日に

符合し,又 はそれにごく近い時期に重なるようにして,

(a)当 該集団等と別行動をとつている仲間がいる

(b)そ の仲間と連絡がとれなかつた

(c)通 常)出 向くことのない地域にその仲間が出向いて行つた (他の

仲間がそれを目撃していた)

佃)予 想していた相手方 (捜査員)も 勤務公署に在庁していなかった

(知人を装って電話等で探つた)

(e)あ る場所で,予 想していた捜査員を目撃した

等の情報を得るところとなれば,情 報提供者等を容易に推測すること

が可能となる。また,4/11えば,上 記情報を得て,そ の後間もなく強制
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捜査を受けたり,あ るいは,自 身が知り得ているその他の情報等と照

合し,さらに分析すれば,推沢Jが確信的なものとなっていくのである。

仔)現 金出納簿② (摘要)に ついて

a 現 金出納簿の 「摘要」欄の情報が公になれば,

(a)捜 査費の使用目的,捜 査員の担当部門及び交付回数等が判明し,

事件発生や事件が伏在している可能性がある事案の報道等の情報及

び被疑者 ・被告人等の事件関係者自身が持つ自らが関係 した事件等

の具体的内容の情報を比較 ・分析することにより,特 定所属又は特

定担当部門の捜査活動等の活発さや進展状況等の動向を推祭するこ

とが可能となり,被 疑者等事件関係者が逃亡や証拠隠滅等の対抗措

置を講じるなど,犯 罪捜査に支障が生じるおそれがあること,

(b)ま た,捜 査費の支出事由,捜 査員の氏名等が公になれば,同 じよ

うに比較 ・分析することにより,情報提供者等が特定又は推察され,

報復を受けるおそれ及び今後の捜査協力が得られなくなるおそれが

、 あ る。

b ま た,こ れらの情報を公にすれば,そ れ自体が特定の所属,係 す捜

査員における特定の事案への取組み状況を表すばかりでなく,他 の年

月日情報,金 額情報等と併せれば,当 該所属がその時々において重点

的に取り組んでいる犯罪捜査活動等の,よ り細かな状況が判明し,例

えば,汚職等の知能犯事件,暴力田員による拳銃の隠匿不法所持事件,

覚せい剤密売事件,い わゆる白トラ ・白バス事件など,通 常,容 疑情

報の入手後において長期の内偵捜査を要する事件情報が露呈してしま

うほか,そ の他の事件についても, どういう類型の情報収集費が,い

つ (又はいつごろ)執 行されたか (情報提供者等と接触したか)と い

つたような情報が,よ り鮮明となり,結 果的に,上 記 aの ような支障

が生じるおそれがある。
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c さ らに,こ れらの情報の収集を積み重ね,県 警本部所属と警察署の

それとを無合すれば,そ の時々における取組み対象事案が,何 処の警

察署管内において発生し,そ の事案関係者がどこの警祭署管内に生活

等の拠点をおいているかなどを高い確率で分析することも可能とな

る。

d な お,現 金出納簿の 「摘要」欄中,警 部補以下の捜査員の氏名につ

いては,本 件条例 7条 4号 に該当するとともに,併 せて,同 条 2号 た

だし書ウにも該当するものである (以下,同 条 2号 の該当性を 「個人

情報該当性」という。)。

(功 現 金出納簿③ (収入金額)に ついて

a 現 金出納簿の 「収入金額」欄の情報が公になれば,

(a)当 該個々の金額,交 付回数が判明し,事 件発生や事件が伏在して

いる可能性がある事案の報道等の情報及び被疑者 ・被告人等の事件

関係者自身が持つ自らが関係 した事件等の具体的内容の情報を比較

。分析することにより,特 定所属の捜査活動等の活発さや進展状況

等の動向を推察することが可能となり,被 疑者 ・被告人等の事件関

係者が逃亡や証拠隠滅等の対抗措置を講じるなど,犯 罪捜査に支障

が生じるおそれがあること,

(b)ま た,該 当金額が公になれば,謝 礼単価が推祭され,謝 礼の多寡

が知られることにより,情 報提供者等との協力関係に悪影響を及ぼ

し,今 後の捜査協力が得られなくなること,

などのおそれがある。

b ま た,現 金出納簿の収入金額欄には,取 扱責任者 (県警本部長)か

ら取扱者 (所属長)が 受け入れた捜査費の金額が記載されている。

当該金額は,当 該所属が,当 月の各係 (警祭署においては各課)に

おける,重 点取組み対象,捜 査の進捗状況,捜 査方針等を総合的に勘
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案し,当 月分の犯罪捜査活動等に必要と考えて受け入れた額,又 は月

の途中において,予 定外に追加受入れを必要とするような情勢変化が

生じたときに,そ の情勢変化に対応する分として追加受入れした額で

ある。

上記の受入額は,当 該所属が,当 月分の犯罪捜査活動等に必要と考

えて受け入れた額,ま た,受 け入れた額では対応が困難な事案が新た

に生じ,そ の事案に対応する分の額であることから,当 該所属の当月

の犯罪捜査活動等の活発さを反映するものである。

よって,当 該所属における月ごとの変動状況を対比すれば,当 該所

属が, どの時期に,よ り活発な動きを示しているかを,ま た,当 該情

報の収集を積み重ね,本 部所属と警祭署のそれとを照合することによ

り,県 警本部の特定の所属と特定の警察署の変動状況が,時 期的に重

なる点を見つけ出す等の分析も可能であり,か かる分析を,内 偵捜査

が詰めの段階の時期にあるような場合に,事 件関係者や犯罪組織集団

等によつてされた場合には,結 果的に,上 記 aの ような支障が生じる

おそれがある。

l‐l 現金出納簿④ (支払金額)に ついて

a 現 金出納簿の支払金額欄の情報を公にすれば,個 別執行の状況 (支

出事由ごとの特定の捜査員への交付金額,精 算返納金額,精 算追給金

額,捜 査員による立替払金額)が わかることとなり,こ れらの情報と

事件発生や事件が伏在している可能性がある事案の報道等の情報及び

被疑者 ・被告人等の事件関係者自身が持つ自らが関係した事件等の具

体的内容の情報を比較 ・分析することにより,特 定所属の捜査活動等

の活発さや進展状況等の動向を推祭することが可能となり,被 疑者 ・

被告人等の事件関係者が逃亡や証拠隠滅等の対抗措置を講じるなど,

犯罪捜査に支障が生じるおそれがある。
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b ま た,情 報提供謝礼等には,情 報の性質,提 供者等の置かれている

立場等から生ずる精神的な負担や生命 ・身体への危険度によつて,そ

の額に多寡のあることも事実であること, さらに,対 象事案によって

は,同 一人から長期間にわたつて,反 復して情報提供を受けている場

合もあるところ, これらの情報が公になれば, 自己以外の謝礼単価が

推祭され,謝礼の多寡が知られることにより,自 己の協力度 (貢献度)

に対する金銭的な評価に関して)無 用の疑念等を抱かせるなどし,警

祭 (捜査員)と の協力関係に悪影響を及ぼし,今 後の捜査協力が得ら

れなくなるおそれがある。

さらに,情 報提供者等と警察の協力関係は,も とより,協 力謝礼,

情報提供謝礼といつた捜査費の交付のみによつて築きあげられている

ものではなく,捜 査員個々との人間的な信頼関係,情 報提供者等の秘

密は絶対に守るという,こ れまでの長年にわたる警祭の行動の実践等

から成 り立っているものであることはいうまでもない。これらの信頼

関係や秘密保護といつたものには,金 額はもちろん,警 祭との間で金

員のや りとりがあること自体を秘密として保護することが当然含まれ

ているものであるところ,こ うした情報を公にすること自体が,信 頼

関係を根底から崩すものである。

事案によっては,長 期にわたって,反 復して警察に協力している場

合もあることは前述したとおりであるが,仮 に,こ のような事情を有

している支出金額情報が公にされた場合には,事 件関係者や犯罪組織

集団等による,特 定の所属や地域 (警祭署)に 的を絞った情報提供者

の割 り出しが確信的に行われるおそれを回避することはできず,た と

え特定に至らなかったとしても,そこに置かれた当該情報提供者には,

計り知れない精神的苦痛及び恐怖心を与え,警 祭に対して,不 信感を

抱くこととなり,こ の観点においても,警 祭 (捜査員)と の協力関係
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に悪影響が生じるものである。

c そ のほか,仮 にこれらの情報が公になれば,一 つの事案の謝礼単価

が推祭され,一 定期間における月ごとの比較 。分析により,一 定の謝

礼単価の交付状況から反復して情報提供者が存在すること,あ る月に

他の月と比較し,特 に高額な執行がある場合には,犯 罪の核心に迫る

情報提供に対する謝礼が支払われた可能性が強いことが推祭されるこ

ととなり,他 の所属の執行額とを比較 ・分析することにより,そ の額

の高低が,犯 罪組織集団等の内部情報を知り得る地位にある者やその

立場,貢 献度までをも推祭可能となり得るのである。

d こ のような傾向は,執 行件数が少ない所属や小規模警祭署であれば

より顕著となり,上 記と同様のおそれがよリー層高まることとなる。

加えて,万 T,当 該情報提供者が犯罪組織集固等から割 り出され,

結果として,そ の生命,身 体及び財産等に危害が加えられた場合は,

もはや取り返しがつかない事態が生じることは歴然であり,論 を倹た

ないところである。

e さ らに,捜 査費の個別執行においては,例 えば,特 定の所属におけ

る特定の事件の捜査において)当該事件に係る情報提供者との接触が,

当該情報提供者の急遠の都合で,当 初の思惑どおりに運ばずに (ある

事情が生じ,あ る場所から抜け出していくことができなくなつてしま

った等),捜 査員に交付した情報提供謝礼がそのまま精算返納され,

現金出納簿に登記 (記載の意。以下同じ。)さ れているケースもあり,

このような事情を有している支出金額情報は,当 該事件の関係者にと

っては,事 件報道情報や自身の有する自身しか知り得ない情報等と照

合することにより,当 該事件捜査の進展状況を推祭したり,当 該事件

に関して情報を提供しようとしている人4/mの存在に確信を抱くなど,

有用な情報となり得る。
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側 現 金出納簿⑤ (差引残高)に ついて

現金出納簿の差引残高の情報を公にすれば,そ の記載形式から日々 の

支払金額等を全て逆算することができ,非 公開としている 「収入金額」

欄,「支払金額」欄を公開することと同様の結果が生じること,及 び各

月ごと又は月の途中における捜査費の執行状況の変動がわかり,犯 罪捜

査活動等の活発さが推祭されることから非公開としているものであが,

収入金額欄,支 払金額欄を公開することの支障及び活発さが推察される

ことの支障は,上 記(功及びl‐lで述べたとおりである。

lal 現金出納簿⑥ (月額合計等)に ついて

現金出納簿の月額合計等の情報は,捜 査活動を費用面で表したもので

ある。すなわち,一 つの執行自体が捜査活動に関する情報であり,月 ご

との件数や金額の多寡は,捜 査体制の構築された時期や捜査の進展状況

を反映しており,捜 査活動の状況が推察されるおそれがある。

加えて,当 該事件の捜査を担当する県警本部の課や警祭署はどこか,

そして,国 費 ・県費のいずれの支弁の対象となるのかなどは誰にでも容

易に峻別できるため,被 疑者が企図した犯罪の捜査を担う所属や,捜 査

活動に要する経費が,国 費 ・県費のいずれの支弁対象となるのかを予測

したうえで,本 件情報を入手し,分 析することによって, 自らへの捜査

の進捗状況を探知し,捜 査を逃れ,証 拠を隠匿し, さらには,捜 査の撹

乱を図るなどして,捜 査に支障を及ぼすおそれがある。

このように所属若しくは特定の事件の捜査等の活動状況などを反映し

た月の収入金額や支払金額等を把握し,そ の変動状況と他の情報との対

比 ・分析をすることによって捜査等の動向を推演Jすることが可能とな

り,犯 罪の捜査等に支障を及ぼすものである。

支出伺について

例 支 出伺③ (作成年月日)に ついて
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同部分に記載されている情報は,現 金出納簿上の交付年月日と概ね符

合する情報であり,非 公開情報該当性については,上 記ウ例と同様であ

る。

仔)支 出伺④ (支出額)に ついて

同部分に記載されている情報は,現 金出納簿上の支払金額と概ね同じ

情報であり,非 公開情報該当性については,上 記ウ何と同様である。

(功 支 出伺⑥ (金額)に ついて

同部分に記載されている情報は,支 出伺④ (支出額)の 内訳の金額で

あり,非 公開情報該当性については,上 記仔)と同様,す なわち,上 記ツ

l‐lと同様であるも

l‐l 支出伺⑦ (支出事由)に ついて

同部分に記載されている情報は,現 金出納簿上の摘要欄に記載してい

る経費の費目,支 出事由等の情報と同じであり,非 公開情報該当性につ

いては上記ウ仔)と同様である。

例 支 出伺③ (交付年月日)に ついて

同部分に記載されている情報は,現 金出納簿上の交付年月日と例外な

く符合する一体となった情報であり,非 公開情報該当性については,上

記ウ171と同様である。

オ 支 払精算書について

例 支 払精算書③ (作成年月日)に ついて

同部分に記載されている情報は,現 金出納簿上の年月日欄に記載して

いる精算返納 ・追給があった場合の当該精算返納 ・追給の月日とほぼ同

じ情報であり,非 公開情報該当性については,上 記ウ例と同様である。

仔)支 払精算書⑤ (精算報告者)に ついて

同部分に記載されている情報は,現 金出納簿上の摘要欄中の 「誰に交

付するものであるか」という記載の 「誰」と同じ情報であり,非 公開情
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報該当性及び個人情報該当性については,上 記ウ例と同様である。

(功 支 払精算書⑥ (交付年月日)に ついて

同部分に記載されている情報は,現 金出納簿上の交付年月日及び支出

伺の交付年月日と一体となった同じ情報であり,非 公開情報該当性につ

いては,上 記ウ171(及び工側)と 同様である。

倒 支 払精算書⑦～③ (交付額,支 払額,差 引過不足額)に ついて

支払精算書②及び③ (交付額及び差引過不足額)に 記載されている情

報は,現 金出納簿上の支払金額欄の額と一体となった同じ情報で,支 払

精算書⑦ (交付額)は , さらに支出伺の支出金額とも運動した同じ情報

であり,ま た,支 払精算書③ (支払額)は ,現 金出納簿上の支払金額欄

の額からも算出できるものであり,こ れらの情報の非公開情報該当性に

ついては,上 記ウl‐l(及び工仔》 と同様である。

例 支 払精算書① (支払年月日)に ついて

同部分に記載されている情報の非公開情報該当性については,上 記ウ

切 (及び工171)と同様である。

例 支 払精算書① (支払事由)に ついて

同部分には,捜 査協力者等の債主者の氏名のほか,当 該捜査費を執行

した目的 (事件名等の情報)カミ具体的に記載されているところ,執 行日

的等の情報の内容は,現 金出納簿上の 「摘要」欄に記載の支出事由と符

合しているものであり,こ れらの情報の非公開情報該当性については,

上記ウ1/F)(及び工円)と 同様である。

ltl 支払精算書② (金額)に ついて

同部分に記載されている情報は,支 払精算書③ (支払額)の 内訳であ

ることから,こ れらの情報の非公開情報該当性については,上 記l‐lと同

様,す なわち,上 記ウl‐l(及び工1/F》と同様である。

レ)支 払精算書⑬ (返納又は領収年月日)に ついて
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同部分に記載されている情報は,現 金出納簿上の年月日欄に記載の精

算結果の返納又は追給の年月日と符合する一体となった情報であり,こ

れらの情報の非公開情報該当性については,上 記ウ例と同様である。

力 立 替払報告書について

立替払報告書の枚数が明確となつた場合には,警 察が突発事案等が発生

した場合であつても,事 案の内容によつては報道発表を行わない場合もあ

るにもかかわらず,特 定の所属において,特 定の月に,捜 査諸雑費以外の

経費で対応するような,あ る突発事案等が発生し,秘 匿の下にこれに対応

した事実が明らかとなる。

事件関係者等においては, 自身の持つ, 自身しか知り得ない犯行情報等

と当該公開情報を比較 ・分析し,仮 に,対 応に当たつた所属 (犯行場所,

罪種等)と 犯行月が一致するような場合には,「既に警祭に認知されてし

まっている (被害者が警祭に届け出た)」等の推演Jから,逃 亡や証拠隠滅,

あるいは被害者等への逆恨みによる報復等の行動に出るおそれがある。ま

た,当 該特定の突発事案等について,特 定の情報提供者等の存在の有無を

推祭されるおそれがある。

キ 精 算領収書等について

精算領収書等に記載されている情報を公にすれば,支 払内容等により捜

査活動の動向等を推察することができ,事 件発生や事件が伏在している可

能性がある事案の報道等の情報及び被疑者 ・被告人等の事件関係者自身が

持つ自らが関係 した事件等の具体的内容の情報を比較 ・分析することによ

り,特 定所属の投査活動等の活発さや進展状況等の動向を推祭される可能

性が高まり,被 疑者 ・被告人等の事件関係者が逃亡や証拠隠滅等の対抗措

置を講じる等)犯 罪捜査に支障が生じるおそれがある。

また,精 算領収書等に記載されている情報は,そ れ自体から特定の情報

提供者又は特定の捜査協力者が識別され又は識別されるおそれがあるもの
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も含まれており,被 疑者 ・被告人等の事件関係者に当該捜査に携わつてい

る事実や情報提供者等の警祭への協力の事実が発覚する状況等が生じる

と,犯 罪情報の聞き込み等に対して妨害行為が行われるおそれや捜査員及

び情報提供者,捜 査協力者等の本人のみならず,そ の家族等の生命や身体

等に危害が及ぶおそれがある。

加えて,一 定期間にわたるこれらの情報の比較 ・分析を重ねれば,本 来

公にしていない,警 察における特定の犯罪の捜査の進め方や,警 祭の日常

における情報収集活動の細かな手法までもが露呈してしまい,将 来におけ

る不特定多数の犯罪の捜査活動に大きな支障を及ぼすこととなる。

ク 交 付書兼支払精算書について

例 交 付書兼支払精算書③ (作成年月日)に ついて

上記オ例と同様,す なわち,上 記ウ171と同様である。

仔)交 付書兼支払精算書⑤ (精算報告者)に ついて

上記オ仔)と同様,す なわち,上 記ウ仔)と同様である。

(功 交 付書兼支払精算書⑦及び③ (全体の交付額及び支払額)に ついて

同部分に記載されている情報の非公開情報該当性については,上 記ウ

l‐l(及び工仔》 と同様である。

倒 交 付書兼支払精算書③ (全体の返納額)に ついて

同部分に記載されている情報の非公開情報該当性については,上 記ウ

問 (及びオ倒)と 同様である。

例 交 付書兼支払精算書① (内訳欄の交付年月日)に ついて

同部分に記載されている情報の非公開情報該当性については,上 記オ

(功と同様,す なわち,上 記ウ171と同様である。

例 交 付書兼支払精算書① (内訳欄の官職及び交付者名)に ついて

同部分に記載されている情報の非公開情報該当性については,上 記オ

仔)と同様,す なわち,上 記ウ仔)である。
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側 交 付書兼支払精算書②～⑤ (内訳欄の交付額,支 払額,返 納額及び確

認印)に ついて

同部分に記載されている情報の非公開情報該当性については,上 記オ

l‐lと同様,す なわち,上 記ウl―‐lと同様である。

ケ 支 払伝票について

上記オで述べたことと同様である。

コ 支 出伺,支 払精算書,交 付書兼支払精算書及び精算領収書等の全体を非

公開とする理由

171 部分公開することの犯罪捜査活動等への支障等

a 支 出伺,支 払精算書及び精算領収書等は,前 記のとおり各文書に記

録されている個々の情報が非公開情報に該当するものであり,そ れ自

体が公共の安全等に関する情報を記録した文書であるということがで

きる。

b こ れに加えて,仮 に,これらの文書の一部 (決裁欄や宛名 (所属名)

欄等又は文書のタイ トル部分等)を 公開することとし,部 分公開の方

法によつてその全体 (全枚数)を 公開した場合は,支 出伺,支 払精算

書,交 付書兼支払精算書等の様式ごとの執行用途及び枚数 (件数)カミ

明確になる。このような明権な情報を,例 えば, 1か月ごとに区切つ

て公開請求を行 う等して,こ れらの文書を,相 互に又は現金出納簿と

照合するなどの分析を行えば,当 該現金出納簿の個別執行に係る各行

を非公開としていても,当該行の行数から,次のようなことが起こり,

又は起こるおそれがある。

(a)特 定の所属の月ごとの支出伺は,取 扱者 (所属長)カミ捜査員に捜

査費を交付する際に作成するもので,捜 査員に対する捜査費の支出

経過を明らかにする文書であるが,そ の枚数が明確になり,そ の支

出頻度から,前 後における捜査活動等の活発さをより明陳に推祭す
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ることができる。また,過 去の一定期間における全所属のこのよう

な情報の収集を積み重ね,こ れらと,事 件関係者や犯罪組織集団等

が,過 去の事案発生等の報道情報や, 自らが関係した過去の事件等

の具体的内容の情報とを比較 ・分析することにより,警 祭がそのと

きどきに取り組んだ事案について,警 察が当該事案が表面化する前

のいつ頃から情報収集活動等の取り組みを本格化させていたのかな

ど,そ の体制を確立した時期が推察され,将 来における同種事案等

について潜在化 ・巧妙化等の対抗措置を講じられるなどのおそれが

ある。

また,特 定の所属の月ごとの支出伺の枚数が明確になることによ

り,そ の枚数によっては,当 該特定の所属について,投 査諸雑費以

外の経費 (事案や情報の重み等により,捜 査方針に基づいて,事 前

に取扱者 (所属長)の 決裁を経て執行する経費)で 対応するような

特定の情報提供者等の存在の有無や,その情報提供 (収集)状況 (一

定期間か長期継続か等)が 推察されるおそれがある。

(b)特 定の所属における月ごとの支払精算書は,捜 査諸雑費以外の経

費として交付された捜査費の支払精算を行うための文書であるが,

その枚数が明確になり,特 定の所属に,捜 査諸雑費以外の経費で対

応するような特定の情報提供者等が存在することが明確になる。ま

た,こ れらの情報を一定期間にわたって収集 し,比 較 ・分析するこ

とにより,当 該情報提供者等との月ごとのおよその接触回数及び当

該情報提供者等のおよその人数まで推察されるおそれがある。

例えば,事 件関係者や犯罪組織集団等が, これらの情報を,身 内

の情報のたれ込み等に関して常々疑念を抱いていることに絡ませて

分析すれば,特 定の情報提供者等が存在することの確証を強くし,

情報提供者の割 り出しを確信的に押し進めることは十分に考えられ
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る。

(c)立 替払報告書は,突 発事案等に対応するため)夜 間,休 日等にお

いて,急 遂,関 係者と接触しなければならない等で,捜 査費の執行

を必要とする場合に,捜 査員が一時的に私費を立替払いしたときの

文書であるが,前 述のとおり,立 替払報告書の枚数が明確となつた

場合には,警 察が突発事案等が発生した場合であっても,事 案の内

容によつては報道発表を行わない場合もあるにもかかわらず,特 定

の所属において,特 定の月に,捜 査諸雑費以外の経費で対応するよ

うな,あ る突発事案等が発生し,秘 匿の下にこれに対応した事実が

明らかとなる。

事件関係者等においては,自 身の持つ,自 身しか知り得ない犯行

情報等と当該公開情報を比較 ・分析し,仮 に,対 応に当たった所属

(犯行場所,罪 種等)と 犯行月が一致するような場合には,「既に

警察に認知されてしまっている (被害者が警祭に届け出た)」等の

推測から,逃 亡や証拠隠滅,あ るいは被害者等への逆恨みによる報

復等の行動に出るおそれがあるとまた,当 該特定の突発事案等につ

いて,特定の情報提供者等の存在の有無を推祭されるおそれがある。

(d)交 付書兼支払精算書は,捜 査諸雑費として交付された捜査費の支

払精算を行 うための文書であるが,そ の枚数が明確になり,交 付 ・

精算頻度から,月 ごとの活動の活発さが推祭されるおそれがある。

また,公 開された枚数と他の情報 (現金出納簿の非公開とした個

別執行に係る行数等)を 比較 ・分析することにより,特 定の所属に

っいて,捜 査諸雑費以外の経費で対応している情報提供者等の存在

の有無及びそのおよその人数が推察されるおそれがある。

(e)精 算領収書等については上記で述べたとおりである。

c ま た,支 出伺,支 払精算書,交 付書兼支払精算書及び精算領収書等
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は,特 定の所属における実際の犯罪捜査活動等における捜査費の執行

の終始を記録した一連の文書を構成しているものであり)

(a)取 扱責任者 (県警本部長)か ら取扱者 (所属長)へ 交付は,現 金

出納簿に記載され,

(b)そ の交付を受けた取扱者 (所属長)か ら捜査員への交付は,現 金

出納簿及び支出伺から明らかとなり,

(c)捜 査諸雑費の場合は,中 間交付者 (課長補佐等)カミ自身及び皿下

の捜査員へ交付するが,こ れは交付書兼支払精算書によつて明らか

となり,

0)個 々の捜査員が,債 主者 (情報提供者等)へ 支払つた結果は,支

払精算書,立 替払報告書及び支払伝票 (それぞれ領収書類が添付な

いし貼付)に よって明らかとなる,

(e)捜 査員が,上 記(d)の報告として,取 扱者 (所属長)又 は中間交付

者 (課長補佐等)に 支払精算報告をした結果は,支 払精算書)交 付

書兼支払精算書,立 替払報告書及び支払伝票 (それぞれ領収書類が

添付)か ら明らかとなり,これを現金出納簿に記入することとなる,

(f)捜 査諸雑費の場合,中 間交付者 (課長補佐等)か ら取扱者 (所属

長)へ 精算報告するには,交 付書兼支払精算書及び支払伝票 (それ

ぞれ領収書類が添付)に 記載され,こ れを現金出納簿に記入するこ

ととなる,

などのように,一 連の執行の流れの中で作成されている個々の文書及

びその記録情報は,現 金出納簿も含めて,相 互に密接不可分の関係に

ある。

上記のように相互に密接不可分の関係にあるこれらの文書を,仮に,

部分公開 (決裁欄又は宛名のみの公開等)の 方法によつて,そ の一部

を公開した場合には,各 文書の様式又は文書のタイ トルから,当 該捜
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査費の執行用途とその枚数 (件数)が 明らかとなり,上 記 bの ほか,

次のようなことも起こり,又 は起こり得る。

(a)支 出伺)支払精算書及び交付書兼支払精算書等を公開することは,

現金出納簿において本来非公開としていた部分 (個別執行件数,捜

査諸雑費と捜査諸雑費以外の経費の執行件数,精 算返納 ・追給,追

加交付件数,立 替払に係る執行件数等)を 公開してしまうことと同

様の結果を生じさせる。

(b)ま た,例 えば,あ る所属のある月分に係る支出証拠書類中の支出

伺と交付書兼支払精算書 (捜査諸雑費の執行に係る文書)の 公開請

求があり,こ れに対応する支出伺の枚数が2枚 で,交 付書兼支払精

算書の枚数が3枚 であつたような場合には,上 記で述べたように,

捜査諸雑費を複数の中間交付者に交付するときは,通 常, 1枚 の支

出伺により起案している状況に熙らし,こ の支出伺 2枚 のうち1枚

は,こ れら3件 の中間交付者に対する捜査諸雑費の交付に係るもの

である可能性が高いこと,残 る1枚は,捜 査諸雑費以外の経費の執

行に係るものである可能性が高いことが推祭される。

(c)仮 に,上 記 bの ように公開請求を一定期間にわたつて月ごとに行

い,こ れらの情報の収集を積み重ねて比較 ・分析すれば,他 の支出

伺や支払精算書等の全部の部分公開を受けなくとも,特 定の所属に

捜査諸雑費以外の経費で対応するような特定の情報提供者等が,お

よそ何人いるのか,ま た,こ れとの接触頻度等を推祭することがで

きる。

●)上 記(b),(c)のような比較 ・分析に,さ らに,他 の関係文書と運動

して記載される現金出納簿の部分公開情報を重ね合わせれば,そ の

推察は一層高まると言える。

岡 個 々の文書の記録情報の一体性等
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全部非公開とした対象文書の中には,記 録情報を項目別に細分化した

場合には,例 えば,捜 査費取扱者である所属長の印影等,本 件条例 7条

の公共の安全等に関する非公開事由のいずれにも該当しない情報が記録

されているのも事実であるが,こ の点については以下のとおりである。

a 個 々の文書の記録情報の一体性

個々の文書について,そ の中身をみれば,例 えば,年 月日・摘要 ・

金額等の情報が主体となって,一 つの捜査費の執行情報や一つの捜査

費の支払精算報告情報を構成している。

b 個 々の文書の記録情報の細分化

本件条例においては, 7条 4号 の非公開事由に該当する独立した一

体的な情報を8条 1項の部分公開規定を適用して,さ らに細分化し,

その一部を公開することまでをも実施機関に義務づけているものと解

することはできない。

したがつて,実 施機関においてこれを細分化することなく一体とし

て非公開決定をしたときに,住 民等は,実 施機関に対し,同 条を根拠

として,公 開することに問題がある箇所のみを除外してその余の部分

を公開するよう公開請求する権利はない。

ナ 本 件容申との関係

例 原 告は,後 記のとおり,本 件答申が公開すべきとした情報の一部につ

き公安委員会や県警本部長が非公開とする判断をしていることを問題に

している。

仔)し かし,本 件条例に,諮 問実施機関が答申の内容を尊重せず,そ の趣

旨に配慮しない場合の措置等に関する定めがないことからすると,実 施

機関には,審 査会の答申の趣旨に配慮すべき法的義務があるとまでは解

されない。

(功 し かも,本 件答申は,本 件文書の作成から相当の期間が経過している
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ことを考慮 したものであつて,平 成 19年 3月 の本件答申時において平

成 14年 度及び平成 15年 度の捜査費執行に係 る情報についての公開の

当否を判断 したものである。 しか し,本 件訴訟における審理の対象は,

平成 16年 の時点における本件決定の当否であつて,本 件答 申とは結論

を異にし得るものである。

(2)原 告の主張

ア 不 正 目的の非公開処分

犯罪捜査報償費 (犯罪捜査協力報償費あるいは捜査費)と は,本 来,刑

事 ・保安 ・交通等各種犯罪の捜査に伴 う情報提供者 ・捜査協力者に対する

謝金および謝金支払に関連 して必要 となる諸雑費 (接触費 ・交通費等)で

ある。

非公開処分は,覇 束行為であ り,処 分庁に裁量判断の余地はない。 した

がって,そ もそも,非 公開処分は,本 件条例が認めた非公開処分の本来の

目的を実現するためにのみ,認 められるべきものであ り,本 来の 目的以外

、の 目的のためになされた非公開処分は,違 法 となる。

本件の犯罪捜査報償費の支出は,犯 罪の捜査に伴 う諸雑費の支払に充て

られたものではなく,裏 金作 りに利用 されたものであって,架 空かつ不正

な支出である。そ して,本 件決定において一
部を非公開とした処分は,上

記支出が架空かつ不正な支出を隠蔽するとい う本件条例が是認する非公開

処分の本来の目的以外の 目的のために行なわれたものである。

したがつて,本 件決定において一
部を非公開とした処分は,本 件条例 7

条の非公開事由の該当性を検討するまでもなく,違 法である。

イ 本 件条例 7条 4号 該当性

1/1 本件条例 7条 4号 該当性についての司法審査の在 り方等

a 本 件条例 7条 4号 については,司 法審査の場において,裁 判所は同

号に該 当するか どうかについての実施機関の第
一次的な判断を尊重
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し,そ の判断が合理性を持つ半J断として許容される限度内のものかど

うかのみを審理 ・判断すべきものと解されている。

b し かし,同 号は,非 開示事由として 「相当の理由」の存在を要求し

ているのであるから,裁 判所は,実 施機関の判断を尊重すべきではあ

るとしても,「裁量権の逸脱 ,濫用」だけでなく,開 示拒否の根拠が

具体的に示されているかどうかをきちんと審理すべきである。

そして,「本目当の理由」についての主張立証責任については,① 原

告がこれを主張立証することは極めて困難ないし事実上不可能であ

り,原 告に主張立証責任があると解すると,ほ とんどが本件条例 7条

4号 に該当するとして非公開処分が維持されてしまうことになりかね

ず,「原則公開,例 外非公開」の情報公開の理念に反すること,② 他

方,実 施機関がこれを立証することは,さ ほど困難なことではないこ

とからすると,被 告に主張立証責任があると解すべきである。

c 「 相当の理由」の有無の判断基準としては,守 秘義務について問題

とされる実質秘性の3要件を充足するか否かによって判断するのが相

当である。すなわち,① 非公開とすべき情報がいまだ公知の事実では

ないこと,② 非公開とすべき必要性があること,③ 行政文書に記載さ

れている行為が適法であることが要件となる。

d こ れを本件請求部分に記載された情報についてみると,前 記のとお

り,本 件文書に記載された犯罪捜査報償費の支出は,違 法な目的外支

出であり,仮 にそれが認められないとしても, 目的外支出されたもの

ではないかとの合理的な疑いを差し挟む余地があるから,上 記 3要件

のうちの 「行政文書に記載されている行為が適法であること」の立証

がない。また,同 支出が架空なものであるから,本 件請求部分に記載

された情報が公開されても何らの害悪を生じないから,上 記 3要件の

うちの 「非公開とすべき必要″性があること」も満たしていないる
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したがつて,本 件請求部分に記載された情報は,本 件条例 7条 4号

、に該当しない。

1/F)本件文書について

a 現 金出納簿について

(a)収 入金額及び支払金額の記載件数並びに月額合計について

本件情報は財務会計事務に関する情報に過ぎず,月 の収入金額,

支払金額等はあくまでも数字の羅夢1に過ぎなV′ヽ。これが公開された

としても月ごとの収入金額,支 払金額の月額合計が判明するだけで

あつて,こ れによって直ちに個別具体的な事件の内容や捜査の手法

までが公になるものではない。また,収 入金額及び支払金額の件数

が明らかになっても,件 数が明らかになるだけである。

そもそも,捜 査費の支出は,協 力者の存否,支 出の必要性の有無

により左右されるはずであつて,個 々の事案によりばらつきが生じ

るのが当然であり,支 出等の多寡が判明したとしてもそのことから

直ちに個々の投査の実態が明らかになるものではない。

被告が述べている 「推祭されるおそれ」というのは被告の主張に

よつても抽象的なものにすぎず,実 際にそのようなことが可能とは

到底考えられない。

(b)捜 査費の交付にかかる出納年月日及び 「摘要」欄中の交付を受け

た職員の階級,氏 名,支 払事由について

本件情報が公開されたとしても,明 らかになるのは,い つ,ど の

階級の何という名の職員が,ど ういう理由で交付を受けたかが明ら

かになるだけである。これらが公になつたとしても,直 ちに協力者

等が明らかになるものではなく,ま た,捜 査費を支出する場面は捜

査全体の一部にすぎないのであるから,直 ちに捜査状況や捜査手法

と結びつくものでもない。
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捜査費の交付にかかる出納年月日については,本 件行政文書の公

開請求において,本 件行政文書の所属年度が明記されており,そ れ

を踏まえ文書を特定していることから,本 件文書については平成 1

4年 度の文書については平成 14年 4月 1日から同15年 3月 31

日まで,平 成 15年 度の文書については,平 成 15年 4月 1日から

同16年 3月 31日 までの年月日が記録されていることは容易に推

測できる。

このうち,少 なくとも,年 と月は,こ れを公開しても,個 別具体

的な事件が明らかになるとか捜査手法等が明らかになるということ

はないはずである。

交付を受けた職員の階級については,こ れを公開したとしても,

どのような階級の職員が捜査報償費の交付を受けたのかが明らかに

なるにとどまる。それでもなお,職 員が特定されるというのは,当

該階級の職員が 1人 しかいないなど特殊の事情がある場合に限られ

るであろう。そのような特殊事情がないのであれば職員の階級は公

開されるべきである。

支払事由については,支 払事由に実際にどのような記載がなされ

ているのか不明であるが,例 えば,「御礼」,「謝ネL」といった定型

的表現で記載されているものであるとすれば,こ れを非公開とする

理由はないというべきである。また,特 定の捜査員名,情 報提供者

名等を含め支払事由が詳細に記載されている場合であっても,当 該

氏名等の記載部分のみを非公開とすれば,具 体的な捜査状況や手法

を推祭することはできないから,非 公開とする理由にはならない。

b 支 出伺及び支払精算書等について

(a)こ れらが公になったとしても,支 出先として実在する協力者の氏

名等が記載されているならともかく,そ うでない場合には情報が公

-37-



開されたとしても,明 らかになるのは,い つ,何 のために,い くら

を,ど こに対して支出したかが明らかになるだけである。支出先と

して実在する協力者の氏名等が記載されているならともかく,そ う

でない場合には直ちに協力者等が明らかになるものではない。また,

捜査費を支出する場面は捜査全体の一部にすぎないのであるから,

直ちに捜査状況や捜査手法と結びつくものでもない。

そうすると,被 告の主張する事由は,非 公開とすることとの合理

的関連性が認められない。

特に,逃 走及び証拠隠滅を図るおそれについては,そ もそも,犯

罪を犯した者は,本 件情報の知 ・不知に関わらず初めから逃亡や証

拠隠滅をしようと考えているのが通常であつて,実 際問題として,

被疑者等がわざわざ情報公開という迂遠な手段を用いたり,ま た,

公開された情報に基づいて,逃 走したり証拠隠滅をしたりすること

についての意思を決定するとは,到 底考えがたい。

(b)こ れらの文書には,諸 経費について,お そらく,「情報謝礼」「通

信費」「接触費」といった記載がされているものと思われるが,こ

れが公開されたからといつて個別具体的事件名や特定の情報提供者

の氏名等が明らかになり捜査に支障が出るものではない。

諸経費の支出年月日については,本 件では平成 15年 4月 1日か

ら平成 16年 3月 31日 までのいずれかの日付が記載されているこ

とが明らかであり,少 なくとも年と月については,こ れが明らかに

なったとしても捜査の状況や情報提供者の氏名等が明らかになるも

のではなく,公 開することができるはずである。

(c)支 出目的について,「御礼」,「謝礼」といつた定型的表現で記載

されているとすれば,こ れを非公開とする理由はないというべきで

ある。
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また,特 定の捜査員名,情 報提供者名等を含め支払事由が詳細に

記載されている場合であっても,当 該氏名等の記載部分のみを非公

開とすれば,具 体的な捜査状況や手法を推祭することはできないか

ら,全 面的に非公開とする理由にはならない。

0)支 出額については,個 々の支出金額を表すものであるが,こ れが

明らかになったからといって,必 ずしも個々の捜査の状況等が判明

するものではない。例えば,個 別の支出額が,す べて一律の金額ま

たはこれに近い状態であれば, どの事件についての支出なのかを特

定することはできないであろうb

(e)支 出先については,実 在する情報提供者の実名が記載されている

場合はともかく,そ うでない場合には公開することができるはずで

ある。また,例 えば,通 信費についての支払先が一般的な電話事業

者である場合等であれば,こ れを公にしてもも何ら差し支えはない

はずであるから,公 開すべきである。

ウ 本 件条例 7条 2号該当性

取扱者,補 助者,現 金出納簿登記にかかる印影,宛 名となる取扱者の職

名については,警 祭署長クラス,副 署長クラスの者であるというのである

から,警 部以上であると思われる。本件条例 7条 2号 との関係では,少 な

くとも警部以上の者について,取 扱者,補 助者,現 金出納簿登記にかかる

印影,領 収印,宛 名となる取扱者の職名,捜 査員の官職 ・氏名の記載部分

は公開されるべきである。

工 文 書全体を非公開とすることにういて

各文書の枚数等が明らかになったとしても,そ れが捜査手法そのものを

表しているものではないのであり,そ れだけで特定の情報提供者が推祭さ

れることにはならない。被告は,部 分公開することにより犯罪捜査活動等

に支障が生ずるおそれがあると主張するが,約 象論に過ぎない。
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オ 本 件答申との相違

本件答申の内容は,本 件非公開情報の一部について,公 開すべきである

というものであつた。

本件答申に拘束力はないが,審 査会は,非 公開とされた文書の内容を見

た上で,判 断し,本 件答申をしているのであるから,そ の判断には一応合

理性があると考えられる。そうすると,審 査会が公開すべきと判断した文

書について,実 施機関が非公開とする場合には,実 施機関の判断に裁量逸

脱があるのではないかという強い疑念を抱かせるものであるといえる。そ

こで,実 施機関が,審 査会の判断とは異なる判断をする場合には,審 査会

の判断を踏まえた上で,な ぜ審査会の判断と異なるに至ったのかその合理

的理由を主張すべきである。このように考えないと,行 政機関に審査会の

答申を無視することを無条件に認めたことになり,条 例が審査会について

の定めをした意味が全くなくなつてしまう。

第 3 当 裁半J所の判断

1 不 正目的の非公開処分であるとの原告の主張について

(1)原 告は,本 件の犯罪捜査報償費の支出は,架 空かつ不正な支出であり,本

件決定において一部を非公開としたのは,上 記の架空かつ不正な支出を隠蔽

するという目的で行われたものであるから,本 件条47117条の非公開事由の該

当性を検討するまでもなく,違 法である旨主張する。

(2)確 かに,原告提出の証拠 (甲11～ 17,19,21～ 23,25～ 56,

58, 69～ 71。 なお,枝 番のある証拠はその全部である。)に よれば,

昭和 60年 ころから,か つて警察官をしていた者の著作において,警 察組織

において裏金が作られていたとの指摘がされるようになり,平 成 8年 ころか

ら新聞でも愛知県警察などでの裏帳簿などの問題が報道され,そ の後,各 地

の都道府県警察における捜査費等を巡る不正支出がマスコミ等で問題にさ

れ,平 成 16年 には北海道警祭などが捜査報償費について不適正な予算執行
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があったことを認めるに至ったことを認めることができる。

しかし,上 記の事実があるからといつて,新 潟県警でも捜査費を巡る架空

ないし不正な支出があつたと断ずることはできない (新潟県警における出張

費用を巡る不正について記載する甲71の 作成者も,同 県警における不正経

理を目撃したわけではなく,同 記載は推測の域を出ない。)し ,仮 に新潟県

警で捜査費を巡る架空ないし不正な支出が行われたことがあつたとしても,

本件文書に記載された捜査費の支出が架空ないし不正なものであるとか,本

件決定において一部を非公開としたのは架空,不 正な支出を隠蔽するという

目的で行われたと認めるに足りる証拠はない。

したがって,こ の点についての原告の主張は,採 用できない。

2 捜 査費及び捜査費に関する文書等について

証拠 (甲6, 10,乙 4～ 10, 22)及 び弁論の全趣旨によれば,以 下の

事実が認められる。

(1)捜 査費の執行に関し,経 理に携わるそれぞれの立場ごとに,次 のとおり職

名が定められている。

ア 取 扱責任者

県警本部長が県警全体の取扱責任者となる。

イ 取 扱者

各所属庁における出納の第一次的責任者であり,捜 査費を執行する警祭

本部の担当課長及び警祭署長がこれに当たる。

ウ 取 扱者の補助者

取扱者の行う事務を補助することができる者であり,捜 査費を執行する

警祭本部の担当課次長及び警察署の副署長 ・次長がこれに当たる。

工 中 間交付者

捜査諸雑費の確認とりまとめを行 う者であり,捜 査費を執行する警祭本

部の課長補佐及び警祭署の課長がこれに当たる。
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(2)捜 査費の内容,執 行区分及び種類は,次 のとおりである。

ア 捜 査費とは,犯 罪の捜査等に従事する職員の活動のための諸経費及び捜

査等に関する情報提供者,協 力者等に対する謝礼等の諸経費であり,経 費

の性質上,緊 急を要し,又 は秘密を要するため,正 規の支出手続を経ては

警祭活動上支障を来す場合に使用できる経費で,現 金経理が認められてい

るものである。

イ 都 道府県警察に要する捜査費のうち,国政選挙に関する犯罪,薬物犯罪,

複数都道府県の地域に関係のある重要犯罪等の警祭法施行令 2条 各号に該

当する捜査費等については国庫が支弁する国費捜査費(警祭法37条 1項 )

が,そ の他のものについては各都道府県が支弁する都道府県費捜査費 (同

条 2項 )カミ執行される。

ウ 捜 査費は,基 本捜査費と捜査諸雑費とに区分し執行されている。基本捜

査費は,執 行の必要がある都度,取 扱者の判断に基づいて交付される経費

であり,そ の使途例としては,捜 査本部等に要する経費,捜 査協力者及び

情報提供者に対する現金謝礼,拠 点等のための施設の借上げ等に要する経

費等が挙げられる。捜査諸雑費は,各 捜査員の判断で執行することができ

る少額かつ多頻度に渡る経費であり,そ の使途例としては,情 報提供者等

との接触に要する経費,情 報提供者等に対する謝礼,聞 込み ・張込み ・追

尾等に際して必要となる交通費 ・飲食費 ・物品費等の日常の投査活動に要

する経費等が挙げられる。

(3)取 扱者による捜査費の交付から精算までの流れは,概ね次のとおりである。

ア 基 本捜査費

例 取 扱者自身が支払先に現金支払いをする場合の流れ

a 取 扱者が支出伺を作成し,決 裁する。

b 取 扱者が捜査員としての取扱者に現金を交付する。

c 捜 査員としての取扱者が支払先に捜査費執行 (現金謝礼や物品購入
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等)を し,支 払先から領収書等を徴取する。

情報提供者等の債主者から本人名義の領収書を徴取することができ

なかった場合には,捜 査員としての取扱者が支払報告書を作成する。

d 捜 査員としての取扱者が精算領収書等 (上記領収書等及び支払報告

書)を 添付した支払精算書を作成して精算報告を行う。

岡 捜 査員が基本捜査費の交付を申請し,支 払先へ支払つた場合の流れ

a 捜 査員が補助者を経由して取扱者に対し,基 本捜査費の交付を申請

する。

b 取 扱者が支出伺を作成する。

c 取 扱者が交付額を決定し,補助者を介して捜査員に現金を交付して,

現金出納簿に記帳する。

d 捜 査員が支払先 (債主者)に 捜査費を支払い,支 払先から領収書等

を徴取する。

情報提供者等の債主者から本人名義の領収書を徴取することができ

なかった場合には,捜 査員が支払報告書を作成する。

e 捜 査員が精算領収書等 (上記領収書等及び支払報告書)を 添付した

支払精算書を作成して精算報告を行 う。

f 過 不足があつたときには,捜 査員から取扱者へ残金を返納し,又 は

取扱者から捜査員へ不足分の追給がされる。

(功 捜 査員が立替払をした場合の流れ

突発事案等に応急的に対応するため,夜 間,休 日等において急還,関

係者と接触する等,取 扱者 (所属長)か ら概算交付を受けるいとまがな

く捜査費の執行を必要とする場合は,捜 査員が一時的に私費を立替払い

し,後 日これを精算することとなる。

a 捜 査員が支払先 (債主者)へ 捜査費を支払い,支 払先から領収書等

を徴取する。      ‐
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b 捜 査員が立替払報告書 (上記領収書等を添付)を 作成して取扱者に

報告する。

c 捜 査員が取扱者から立替払をした額の支給を受ける。

イ 捜 査諸雑費

171 月ごとに,中 間交付者が取扱者に対し, 日頭で捜査諸雑費の交付を申

請する。

岡 取 扱者が支出伺を作成する。

lpl 取扱者が捜査諸雑費の交付額を決定し,補 助者を介して中間交付者に

現金を交付して,現 金出納簿に記帳する。

l‐l 中間交付者が,現金交付を受けた後,交付書兼支払精算書を作成し(た

だし,後 記(ク)のとおり,こ の時点において全ての項目を記載するもので

はない。),そ の配下の各捜査員に概算交付する。

閉 捜 査員が支払先 (債主者)に 捜査諸雑費を支払い,支 払先から領収書

等を徴取する。

例 捜 査員が捜査諸雑費を支払つた都度,支 払伝票にこれを記載し,領 収

書等を貼付する。一定期間ごとに,作 成した支払伝票を用いて中間交付

者べ報告する。

側 月 ごとに,捜 査員が上記l‐lで中間交付者から交付を受けた当月分の捜

査諸雑費から支払額を差し引いた金額を精算し,中 間交付者に残額を返

納する。

(ク)中 間交付者が,各 捜査員が提出した支払伝票と返納額を精算し,取 扱

者に報告するため,上 記側で作成した交付書兼支払精算書に精算状況を

記載する。

傷 中 間交付者が上記(ク)の交付書兼支払精算書とともに,各 捜査員の残額

を取扱者に返納する。

倍)返 納を受けた取扱者が現金出納簿に記帳する。
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ウ 捜 査本部の捜査費の経理では,他 の捜査費の経理とは異なる処理を行 う

(もつとも,本 件訴訟では,支 出証拠書類である支出伺及び支払精算書等

については,県 警本部少年課及び県警本部交通指導課のものだけが対象と

なっている。)。

(4)現 金出納簿及び支出証拠書類の記載内容は,次 のとおりである。

ア 現 金出納簿

現金出納簿は,各 取扱者 (所属長)に おける現金経理である捜査費の受

入及び支出の明紳を明らかにするために記載している帳簿である。なお,

県警本部各課 。各警察署 ・捜査本部ごとに,ま た,国 費捜査費 ・県費捜査

費ごとに綴られているが,基 本捜査費と捜査諸雑費の区別はない。

例 現 金出納簿① (年月日)に は,次 のような内容が記載されている。

a 取 扱者が捜査員 (中間交付者を含む。)に 交付した月日

b 捜 査員 (中間交付者を含む。)か ら精算返納があれば,そ の返納月

日

c 捜 査員 (中間交付者を含む。)に 精算追給があれば,そ の追給月 日

d 年 度末残額の返納があれば,そ の月日

e 月 の途中において追加受入れを必要とする情勢変化が生じ,追 加受

入れをしたときは,そ の追加受入月日

例 現 金出納簿② (摘要)に は,次 のような内容が記載されている。

a 捜 査諸雑費と基本捜査費が,例 えば,捜 査諸雑費は 「○月分捜査諸

雑費 (①名分)」「①月分捜査諸雑費追加交付 (○名分)」等のように,

基本捜査費は 「△△情報収集費」「△△事件捜査費」等のように記載

されている。

b 捜 査費の交付,精 算返納・追給,追 加交付の別が,例 えば 「○月分

捜査諸雑費 (○名分)警 部○○O①  渡 」「○月○日渡分 捜 査諸雑

費精算返納 警 部○○○○」「○月分捜査諸雑費追加交付 (①名分)
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警部①①①O 渡 」,あ るいは,「△△情報収集費 警 部補△△△△

渡」「△月△日渡分 精 算追給 警 部補△△△△渡」のように記載さ

れている。

c 基 本捜査費について,事 件名等が,例 えば 「△△違反事件捜査費」

「数府県の地域に関係のある重要な△△違反事件捜査費」「△△情報

収集費」のように記載されている。

d 捜 査員の官職 ・氏名等が,例 えば,基 本捜査費の場合は 「警部補△

△△△」のように,捜 査諸雑費の場合は 「警部O① ①① (○名分)」

のように記載されている。

e 精 算返納・追給に係る概算交付 日が,「×月×日渡」のように記載

されている。

似 現 金出納簿③ (収入金額)に は,取 扱責任者から取扱者が受け入れた

捜査費の金額等が記載されている。

l」―l 現金出納簿④ (支払金額)に は,① 取扱者が捜査費を捜査員に交付し

た金額,① 当該交付した金額について捜査員が精算報告した場合に精算

返納又は追給があるときには,当 該精算返納金額又は追給金額が,そ の

都度, 日付順に記載されている (精算返納金額については朱書きによる

記載をしている。)。

なお,① 捜査費の執行を必要とするときの概算交付は,通 常,千 円単

位又は一万円単位で行つているのに対し,① 交付された額についての精

算報告で,返 納又は追給がある場合の当該金額には,情 報提供者と予定

どおり接触できなかった等で概算交付額全額を返納する場合を除いて,

通常,千 円未満の部分には端数を生じることが多い。

また,突 発事案等に応急的に対応するため,夜 間,体 日等において急

遂,関 係者と接触する等,取 扱者から交付を受けるいとまがなく基本捜

査費の執行を必要とする場合は,捜 査員が一時的に私費を立替払するこ
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ととなるが,通 常, この立替払に係る精算処理金額には端数が生じるこ

とが多い。すなわち,捜 査費を執行する際は,通 常は,執 行予定額の概

算交付を受け,執 行で生じた端数の金額を精算返納又は追給することと

なり,当 該概算交付した下欄に,そ の返納又は追給に係る低額な端数金

額が記載されることとなるが,上 記のように,突 発事案等に対応するた

め,私 費により立替払を行い,後 日これを精算する場合には,こ れの概

算交付金額 (通常,千 円又は一万円単位の金額)の 記載はなく,他 の支

出金額とは明らかに異なる端数のある一定の高額な金額が記載されるこ

ととなる。

例 現 金出納簿⑤ (差引残高)に は,捜 査費の受入,支 払,精 算返納 ・追

給,追 加交付した日ごとの差引残高が記載されている。

働 現 金出納簿⑥ (月額合計等)に は,各 月ごとの収入金額及び支払金額

の記載件数及び額の合計が記載されている。なお,現 金出納簿⑥につい

ては,刑 事部捜査第一課 ・平成 14年 度 ・県費 ・捜査本部の平成 14年

5月起及び9月起の現金出納簿のみが本件訴訟の対象となっている。

イ 支 出伺

支出伺は,取 扱者が捜査員 (捜査諸雑費については中間交付者)に 捜査

費を交付する際に作成する文書である。なお,県 警本部各課 。各警祭署 ・

捜査本部ごとに,ま た,国 費捜査費 ・県費捜査費ごとに綴られているが,

基本捜査費と捜査諸雑費の区別はない。

例 支 出伺①② (取扱者 ・補助者の決裁印)に は,取 扱者及び補助者の印

影がある。

仔)支 出伺③ (作成年月日)に は,当 該支出伺を作成した年月日が記載さ

れる。同年月日は,捜査費の支出について伺いを立てる日であり,通常,

捜査費を捜査員に交付する日となっているが,捜 査費の交付を必要とす

る日が予め分かり,か つ)当 日取扱者が不在となる予定が把握されてい
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るような場合には,交 付年月日と符合しないこともある。

イ
(功 支 出伺④ (支出額)に は,支 出伺いをする支出合計が記載されている。

l‐l 支出伺⑤ (捜査員の官職 ・氏名)に は,捜 査員の階級と氏名が記載さ

れている。被交付者が複数名のときは,そ の全員について記載されてい

る。捜査諸雑費としての経費を複数の中間交付者に交付するときは,通

常, 1枚 の支出伺により起案している。

例 支 出伺⑥ (金額)に は,上 記(功の内訳額が記載されている。

例 支 出伺⑦ (支出事由)に は,例 えば,捜 査諸雑費は 「○月分捜査諸雑

費 (○名分)」等と,基 本捜査費は 「△△情報収集費」「△△達反事件

捜査費」「数都府県の地域に関係のある△△事件捜査費」「△△系暴力

団組員による△△事件捜査費」「△△選挙違反事件捜査費」「公務員に

よる△△事件捜査費」等と記載されており(下行に書ききれない場合は,

複数行にわたって記載されている), これらの情報は現金出納簿②に記

載されている情報と符合している。

側 支 出伺③ (交付年月日)に は,捜 査費の交付を受けた年月日が記載さ

れている。

(ク)支 出伺③ (領収印)に は,捜 査員が支出金額を交付年月日に受領 した

証として押印した印影がある。

ウ 支 払精算書

支払精算書は,捜 査員が自ら執行した基本捜査費の精算をするために取

扱者に提出する文書である。なお,県 警本部各課 ・各警祭署 ・捜査本部ご

とに,ま た,国 費捜査費 ・県費捜査費ごとに綴られている。

171 支払精算書①② (取扱者 ・補助者の決裁印)に は,取 扱者及び補助者

の印影がある。

例 支 払精算書③ (作成年月日)に は,当 該支払精算書を作成した年月日

が記載されている。同年月日は,捜 査員が支払を完了し,支 払精算書を
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作成した日であり,基 本捜査費の執行は,原 則として,取 扱者から当日

交付され,捜 査員も当日支払及び当日精算報告をしていることから,通

常は,基 本捜査費の交付を受けた日となっているが,捜 査員と情報提供

者等との接触が当日の深夜であったり,土 日等に行われた場合には,翌

日又は直近の勤務 日となることもある。

(功 支 払精算書④ (宛名)に は,当 該捜査員の取扱者 (所属長)カミ,例 え

ば,「△△課長」「△△警祭署長」のように記載されている。

l‐l 支払精算書⑤ (精算報告者)に は,基 本捜査費の交付を受けた捜査員

(精算報告者)の 階級及び氏名が,例 えば,「階級 警部補 氏 名 △△

△△ 印 」のように記載されている。

側 支 払精算書⑥ (交付年月日)に は,基 本捜査費の交付を受けた年月日

が記載されている。

lal 支払精算書②～◎ (交付額,支 払額,差 引過不足額)に は,各 々,基

本捜査費の交付を受けた額,実 際に基本捜査費を支払つた額の合計,両

者の差引過不足額が記載されている。支払額は,情 報提供者等の債主者

に支払つた額の合計額である。

側 支 払精算書⑩ (支払年月日)に は,基 本捜査費を支払つた年月日が記

載されている。同年月日は,捜 査員が情報提供者等の債主者と接触して

いれば,当 該接触した日を表しているものである。

(ク)支 払精算書① (支払事由)には,例えば 「△△事件の捜査協力者△△

△△への現金謝礼」のように,捜 査協力者等の債主者の氏名のほか,当

該捜査費を執行した目的 (事件名等の情報を含む。)が 具体的に記載さ

れているほか,捜 査活動に要する経費のうち捜査協力者に対する謝礼に

ついても,単 に 「謝礼」「お礼」等の定型文言で記載するに留まらず,

「現金」又はそれ以外の物についても 「菓子折」「寿司折」「たばこ」「ビ

ール券」等具体的に記載することを要し,聞 き込み)張 り込み)追 尾等
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に際し必要とする諸経費についても,「電車,バ ス,タ クシー等の交通

費」「有料道路の通行料,有 料駐車場の駐車料」「張込時の補食費)飲

食店での飲食費」等を具体的に記載されており,ま た,事 件名は具体的

に記載されている。

傷 支 払精算書⑫ (金額)に は,支 払精算書③の内訳,す なわち,個 別の

基本捜査費支払金額が記載されている。

停)支 払精算書① (返納又は領収年月日)に は,精 算の結果,残 金があつ

た場合には返納の,不 足金が生じている場合には追加領収をした年月日

が記載されている。

l■l 支払精算書⑭ (領収印)に は,残 金の返納又は不足金の追加分を,上

記の返納又は領収年月日に受領した証として押印した印影がある。

例 そ して,支 払精算書⑤⑥ (精算報告者,交 付年月日),あ るいは支払

精算書⑤⑬⑫ (精算報告者,返 納額の返納年月日,領 収印)に は,取 扱

者から捜査員 (捜査員としての取扱者を含む。)へ の基本捜査費の交付

に係る事項,あ るいは捜査員から取扱者への残金の返納又は不足分の追

給に係る事項が記載されており,こ れは,取 扱者から捜査員への基本捜

査費の交付に係る現金出納簿② (摘要)に 記載された情報 (例えば,「△

△情報収集費 警 部補△△△△」や 「△月△日渡分」等),あ るいは捜

査員から取扱者への残金の返納又は不足分の追給に係る現金出納簿②に

記載された情報
'(例

えば,「△月△日渡分 精 算追給 警 部補△△△△

渡」等)と 符合する情報である。

工 立 替払報告書

立替払報告書は,捜 査員が基本捜査費を立替払した場合,当 該立替払額

について取扱者の確認を受けるための報告文書である。なお,県 警本部各

課 ・各警祭署 ・捜査本部ごとに,ま た,国 費捜査費 ・県費捜査費ごとに綴

られている。
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例 立 替払報告書① (作成年月日)に は,当 該立替払報告書を作成した年

月日が記載されている。

仔)立 替払報告書② (宛名)に は,当 該捜査員の所属長 (取扱者)が ,例

えば,「△△課長」「△△警祭署長」のように記載されると

(功 立 替払報告書③ (立替払報告者)に は,基 本捜査費の立替払をした捜

査員 (立替払報告者)の 階級及び氏名が,例 えば,「階級 警部補 氏

名 △△△△ 印 」のように記載されている。

倒 立 替払報告書④ (立替払金額の合計)に は,立 替払をした金額の合計

が記載されている。

例 立 替払報告書⑤ (支払年月日)に は,基 本捜査費を支払つた年月日が

記載されている。同年月日は,捜 査員が情報提供者等の債主者と接触し

ていれば,当 該接触した日を表しているものである。

lal 立替払報告書⑥ (金額)に は,立 替払報告書④の内訳,す なわち,個

別の基本捜査費支払金額が記載される。

ltl 立替払報告書⑦ (債主者住所氏名)に は,個 別の基本捜査費の支払い

につき,基 本捜査費の支払先である捜査協力者等 (債主者)の 住所や氏

名が記載されている。

(ク)立 替払報告書③ (支払事由)に は,個別の基本捜査費の支払いにつき,

例えば 「新潟市△△△の△△捜査時の入ロドア開錠委託費」のように,

当該捜査費を執行した目的が,事 件名等とともに具体的に記載されてい

る。

傷 立 替払報告書③ (備考)に はす個別の基本捜査費の支払につき,立 替

払報告書⑤～③の記載に加えてさらに記載すべきことがあれば,記 載が

されている。

停)立 替払報告書① (報告年月日)に は,立 替払の報告をした日が記載さ

れている。
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l■l 立替払報告書① (取扱者の確認印)に は,立 替払の報告を受けた取扱

者がこれを確認した証として押印した印影がある。

オ 精 算領収書等

精算領収書等は,基 本捜査費の個別執行の課程において作成取得された

領収書等の文書又は債主者名義の領収書等を聴取することができなかつた

場合に捜査員が作成した支払報告書であり,基 本捜査費の支払事実を証明

するために,捜 査員が支払精算書に添付するものである。

その種別及び具体的記載内容は多岐にわたるが,例 えば,情 報提供者等

が謝礼金を受領した際に作成する領収書のほか,捜 査員が日常の捜査活動

の中で使用する交通費,飲 食費,物 品費等の諸経費の執行に際し,業 者等

が作成する領収書等があり,当 該捜査費を支出した年月日,相 手方,明 細

等が記載されている。

また,捜査員が作成した支払報告書には,当該報告書を作成した年月日,

宛名 (取扱者宛),報 告者の官職 ・氏名 。印,当 該報告を確認した所属長

・課長等の官職 ・氏名 ・印のほか,支 払を受けた者 (債主者)の 氏名 ・住

所,支 払額,現 金を支払つた日時 ・場所,現 金を支払つた理由 ・状況,領

収書を徴取することができなかつた理由 ・状況等が詳細に記載されている

(ただし,債 主者の生命身体に危険が及ぶおそれがあるなどの特別な場合

には,例 外的に,こ れを防ぐ限度で記載を一部省略することもできる。)。

力 交 付書兼支払精算書

交付書兼支払精算書は,中 間交付者が取扱者から交付を受けた捜査諸雑

費を捜査員に交付する際及び中間交付者が取扱者にその捜査員分の捜査諮

雑費を精算する際に作成する文書である。なお,支 払精算書同様,県 警本

部各課 ・各警祭署 ・捜査本部ごとに,ま た,国 費捜査費 ・県費捜査費ごと

に綴られている。

171 交付書兼支払精算書①② (取扱者 ・補助者の決裁印)に は,取 扱者及
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び補助者の印影がある。

例 交 付書兼支払精算書③ (作成年月日)に は,当 該交付書兼支払精算書

を作成した年月日が記載されている。 .

(功 交 付書兼支払精算書④ (宛名)に は,当 該捜査員の取扱者 (所属長)

が記載されている。

l―・l 交付書兼支払精算書⑤ (精算報告者)に は,捜 査諸雑費の交付を受け

た中間交付者 (精算報告者)の 階級及び氏名が記載されており,詳 細は

上記ウl‐lと同様である。

例 交 付書兼支払精算書⑥ (月数)に は,何 月分の捜査諸雑費であるか,

その月数が記載されている。

lal 交付書兼支払精算書②～◎ (全体の交付額,支払額,返納額)の うち,

交付額には中間交付者が取扱者から概算受領した捜査諸雑費を捜査員と

しての中間交付者自身及びその配下の捜査員に交付した額の合計が,支

払額には中間交付者から交付を受けた捜査員としての中間交付者自身及

びその配下の捜査員が情報提供者等の債主者に支払つた額の合計が,返

納額には中間交付者から交付を受けた捜査員としての中間交付者自身及

びその配下の捜査員が情報提供者等の債主者に支払つた後の残額の合計

が,そ れぞれ記載されている。

ltl 交付書兼支払精算書⑩ (内訳欄の交付年月日)に は,中 間交付者が捜

査員としての中間交付者自身又はその配下の捜査員に捜査費を交付した

日が記載されている。

(ク)交 付書兼支払精算書① (内訳欄の官職,交 付者名)に は,中 間交付者

から捜査諸雑費の交付を受けた捜査員としての中間交付者自身又はその

配下の捜査員の階級及び氏名が記載されている。

傷 交 付書兼支払精算書②～① (内訳欄の交付額,支 払額,返 納額,確 認

印)の うち,交 付額には中間交付者から捜査員としての中間交付者自身
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又はその配下の捜査員が交付を受けた額が,支 払額には捜査員としての

中間交付者又はその配下の捜査員が情報提供者等の債主者に支払つた額

が,返 納額には,捜 査員としての中間交付者又はその配下の捜査員が交

付を受けた捜査費の支払後の残額が,そ れぞれ記載されており,確 認印

には,上 記記載事項に誤りがないことを確認した証として,捜 査員とし

ての中間交付者又はその配下の捜査員が押印した印影がある。

(コ)そ してす交付書兼支払精算書⑤⑥ (精算報告者,月 数)に は,取 扱者

から中間交付者への捜査諸雑費の交付に係る事項,あ るいは中間交付者

から取扱者への残金の返納に係る事項が記載されており, これは,取 扱

者から中間交付者への捜査諸雑費の交付に係る現金出納簿② (摘要)に

記載された情報のうち中間交付者の官職 ・氏名が記載されているもの

(例えば,「○月分捜査諸雑費 (○名分)警 部O① O①  渡 」や 「①月

○日渡分 捜 査諸雑費精算返納 警 部①①①①」等)と 符合する情報で

ある。

キ 支 払伝票

支払伝票は,捜 査員が自ら執行した捜査諸雑費を中間交付者に報告する

ための文書であり,下 部には捜査諸雑費の個別の執行で作成取得された領

収書等の文書が貼付されている。

171 支払伝票① (作成年月日)に は,当 該支払伝票を作成した年月日が記

載されている。

m 支 払伝票② (捜査員)に は,中 間交付者から捜査諸雑費の概算交付を

受け,こ れを個別に執行した捜査員の官職及び氏名が記載されている。

lyl 支払伝票③～⑥ (支払年月日,金 額,支 払先,支 払事由)に は,捜 査

員が個別に執行した捜査諸雑費について,各 執行ごとにその具体的な支

払年月日,金 額,支 払先,支 払事由が記載されており,こ のうち支払事

由には,添 付した領収書等の説明,す なわち,い つ, どこで,誰 に,何
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のために支払つたかを,例 えば,「①①事件容疑者O① ①①を尾行中の

タクシー代 (①①駅前～○○前)」「①①事件容疑者O① O① を振り込

み中の遊技 (パチンコ ・パッキーカー ド購入)(① O巡 査扱い)」等と

具体的に記載している。

l‐l 支払伝票⑦ (貼付領収書等)に は,上 記例で例示したような捜査諮雑

費の個別執行の課程において作成取得された領収書等が貼付されてい

る。

3 部 分公開について

(1)本 件条例 8条 1項 について

本件条例8条 1項 は,公 開請求に係る行政文書が 「非公開情報を記録した

部分」と 「それ以外の部分」とからなる場合において,こ れらの部分を容易

に,か つ,公 開請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは,公 開請求

者に対し,「当該非公開情報を記録した部分」を除いて,当 該行政文書を公

開すべきことを定めているのであって,同 条 2項 が,「情報」のうち,特 定

の個人が識別され,又 は識別され得ることとなる記述等の部分を除いた部分

の公開について定めているのと異なっているから,そ の文理上, 1個 の行政

文書に複数の情報が記録されている場合において,そ の中に非公開情報に該

当するものがあるときは,当 該情報が記載された部分を除いたその余の部分

についてのみ,こ れを公開することを実施機関に義務付けているにすぎない

ものである。すなわち,同 条は,非 公開情報に該当する独立した一体的な情

報を更に細分化し,そ の一部を非公開とし,そ の余の部分にはもはや非公開

情報は記載されていないものとみなして,こ れを公開することまでをも実施

機関に義務付けているものと解することはできないのである。したがつて,

実施機関において,そ の裁量判断により,非 公開事由に該当する独立した一

体的な情報を更に細分化してその一部が記録されている行政文書の部分のみ

を非公開とし,そ の余の部分を公開するといつた態様の部分公開を任意に行

-55-



うことは,本 件条例の許容するところではあるが,実 施機関においてこれを

細分化することなく一
体 として非公開決定をしたときに,公 開請求者が実施

機関に対 して,同 条を根拠 として,公 開することに問題のある箇所のみを除

外 してその余の部分を公開するよう請求する権利はな く,裁 判所 もまた,当

該非公開決定の取消訴訟において,実 施機関がこのような態様の部分公開を

すべきであることを理由として当該非公開決定の一部を取 り消すことはでき

ない (最高裁平成 13年 3月 27日 第二小法廷判決 ・民集 55巻 2号 530

頁参照)。

(2)本 件文書について

以上を前提 として,本 件文書について検討する。

ア 現 金出納簿について

前記認定事実によれば,現 金出納簿には,各 支出又は受入 ごとにその年

月日 (現金出納簿①),摘 要 (同②),金 員の受払等 (同③～⑤)の 関係

記載部分が,当 該捜査費の支出又は受入に係る独立した一体的な情報を成

すものとみるべきであるから,当 該記載部分を更に細分化して,非 公開情

報が記載された一部のみを非公開とし,そ の余の部分を本件条例 8条 1項

に基づいて公開しなければならないものと解することはできない。

イ 支 出伺について

前記認定事実によれば,支 出伺には,各 支出ごとにその被交付者の官職

・氏名及び領収印 (支出伺⑤③),交 付金額 (同⑥),支 出事由 (同②),

交付年月日 (同③)の 関係記載部分が,当 該支出に係る独立した一体的な

情報を成すものとみるべきであるから,同 ⑤～③に記載されたものを更に

細分化して,非 公開情報が記載された一部のみを非公開とし,そ の余の部

分を本件条fTl1 8条1項 に基づいて公開しなければならないものと解するこ

とはできない。

しかし,同 ③ (作成年月日)に 記載された情報は当該支出伺を作成した
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年月日であり,同 ④ (支出額)に 記載された情報はそのときに支出をする

こととなった現金の合計額であるから,こ れらは,当 該支出合計に係る独

立した一体的な情報を成すものとみるべきであるが,他 の部分を含めて全

て一纏めとし,支 出伺 1通全体をもつて独立した一体的な情報を成すもの

とみることはできず,ま た,こ れらの部分を容易に分離することが可能で

あるものと認められる。そして,前 記前提事実も併せ考慮すると,同 ⑤～

③と分離して同③④のみを公開しても,公 開請求の趣旨を損なわない程度

のものであると認められる。

他方,同 ①②は,取 扱者及び補助者の決裁があったという情報が記載さ

れているにすぎず,支 出伺③④の部分と分離してこれのみを公開しても,

公開請求の趣旨を全うできるものではないものと考えられる。

ウ 支 払精算書について

前記認定事実によれば,支 払精算書は,精 算報告を行うために支払精算

書を作成した年月日 (支払精算書③),基 本捜査費の精算報告に係る精算

を受ける者 (同④),精 算をする者 (同⑤),精 算対象となる基本捜査費

が交付された年月日及び交付額 (同⑥⑦),基 本捜査費を執行した支払額

の合計 (同③),そ の交付分と支払分との精算の結果 (同③⑬),そ の領

収印 (同⑭)の 関係記載部分が,当 該基本捜査費の精算に係る独立した一

体的な情報を成すものとみるべきであるから,支 払精算書③～◎①⑭に記

載されたものを更に細分化して,非 公開情報が記載された一部のみを非公

開とし,そ の余の部分を本件条例8条 1項 に基づいて公開しなければなら

ないものと解することはできない。また,支 払精算書⑩～②には,基 本捜

査費の個々の執行ごとに,当 該執行に係る年月日,使 途及び使用額が記載

されており,こ れらの情報は,各 執行ごとに当該執行に係る独立した一体

的な情報を成すものとみるべきであるから,同 部分に記載されたものを更

に細分化して,非 公開情報が記載された一部のみを非公開とし,そ の余の
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部分を本件条例 8条 1項 に基づいて公開しなければならないものと解する

ことはできない。

そして,支 払精算書①②は,他 の部分と容易に分離することが可能では

あるものの,前 記前提事実も併せ考慮すれば,他 の部分と分離して同①②

のみを公開しても,公 開請求の趣旨を全うできるものではないものと考え

られる。

工 立 替払報告書について

前記認定事実によれば,立 替払報告書は,捜 査員が立替払をした基本捜

査費の報告を行 うために立替払報告書を作成 した年月 日 (立替払報告書

①),立 替払の報告を受ける者 (同②),報 告をする者 (同③),報 告をす

る対象となる立替払額 (同④),実 際に報告を受けた年月日 (同①),報

告を受けたことを証する確認印 (同①)の 関係記載部分が,当 該立替払の

報告に係る独立した一体的な情報を成すものとみるべきであるから,立 替

払報告書①～④⑩①に記載されたものを更に細分化 して,非 公開情報が記

載された一部のみを非公開とし,そ の余の部分を本件条例 8条 1項 に基づ

いて公開しなければならないものと解することはできない。また,捜 査員

が立替払をした各基本捜査費の個別執行 (支払)ご とに,各 々,そ の年月

日 (同⑤),金 額 (同⑥),支 払先の者の住所 ・氏名 (同②),支 払事由な

いし備考 (同③③)の 関係記載部分が,当 該個別執行に係る独立した一体

的な情報を成すものとみるべきであるから,こ れを更に細分化して,非 公

開情報が記載された一部のみを非公開とし,そ の余の部分を本件条例 8条

1項 に基づいて公開しなければならないものと解することはできない。

オ 精 算領収書等について

前記認定事実によれば,精 算領収書等は,各 基本捜査費の個別執行 (支

払)ご とにこれに対応する領収書等に記録された情報が全体として当該基

本捜査費の個別執行に係る独立した一体的な情報を成すものとみるべきで
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あるから,こ れを更に細分化してその一部のみを非公開とし,そ の余の部

分を本件条例8条 1項 に基づいて公開しなければならないものと解するこ

とはできない。

力 交 付書兼支払精算書について

前記認定事実によれば,交 付書兼支払精算書は,中 間交付者が捜査員と

しての中間交付者自身及びその配下の捜査員分に係る捜査諸雑費の精算報

告を行うために交付書兼支払精算書を作成した年月日 (交付書兼支払精算

書③),捜 査諸雑費の精算報告に係る精算を受ける者 (同④))精 算をす

る者 (同⑤),精 算対象となる捜査諸雑費の月数及び交付額 (同⑥②),

当月分の捜査諸雑費を執行した支払額の合計 (同③),そ の交付分と支払

分との精算返納の結果 (同◎)の 関係記載部分が,当 該捜査諸雑費の精算

に係る独立した一体的な情報を成すものとみるべきであるから,交 付書兼

支払精算書③～③に記載されたものを更に細分化して,非 公開情報が記載

された一部のみを非公開とし,そ の余の部分を本件条例 8条 1項 に基づい

て公開しなければならないものと解することはできない。また,交 付書兼

支払精算書①～⑤に記載された,中 間交付者から捜査員としての中間交付

者自身又はその配下の捜査員への捜査諸雑費の交付並びに当該捜査員の捜

査諸雑費の執行及び精算返納ごとの,当 該交付等に係る交付年月日,当 該

捜査員の官職 。氏名 (印影を含む),交付額,支 払額及び返納額の情報は,

捜査諸雑費の交付,執 行,精 算返納に係る独立した一体的な情報を成すも

のとみるべきであるから,同 部分に記載されたものを更に細分化して,非

公開情報が記載された一部のみを非公開とし,そ の余の部分を本件条例8

条 1項 に基づいて公開しなければならないものと解することはできない。

そして,交 付書兼支払精算書①②は,他 の部分と容易に分離することが

可能ではあるものの,前 記前提事実も併せ考慮すれば,他 の部分と分離し

て同①②のみを公開しても,公 開請求の趣旨を全 うできるものではないも
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のと考えられる。

キ 支 払伝票について

前記認定事実によれば,支 払伝票については,捜 査員がした各捜査諸雑

費の個別執行 (支払)ご とに記載された,そ の年月 日 (支払伝票③),金

額 (同④),支 払先 (同⑤),支 払事由 (同⑥),こ れに対応する貼付領収

書 (同⑦)の 関係記載部分が,当 該個別執行に係る独立した一体的な情報

を成すものとみるべきであるから,支 払伝票③～⑦に記載されたものを更

に細分化して,非 公開情報が記載された一部のみを非公開とし,そ の余の

部分を本件条例 8条 1項 に基づいて公開しなければならないものと解する

ことはできない。

そして,支 払伝票①②は,他 の部分と容易に分離することが可能ではあ

るものの,前 記認定事実によれば,支 払伝票は,捜 査諸雑費を執行した捜

査員全員が,一 定期間ごとに,各 々中間交付者へその報告をするために作

成するものであるところ,こ れに前記前提事実も併せ考慮すれば,他 の部

分と分離して同①②のみを公開しても,公 開請求の趣旨を全 うできるもの

ではないものと考えられる。

4 以 上の事実をもとに,本 件請求部分に記載されている情報が本件条例 7条 の

非公開情報に該当するかについて半J断する。

被告は,本 件請求部分の全てについて同条4号 の該当性を,一 部について同

条4号 に加えて同条2号 の該当性を主張するところ,同 条各号の非公開情報の

一っに当たれば,本 件決定,当 該情報に係る部分を非公開としたことに違法は

ないから,ま ずは同条4号 該当性について判断する。

(1)本 件条例 7条 4号該当性についての司法審査の在 り方等について

ア 本 件条47117条4号 は,「おそれがあるもの」とする同条 2号 , 3号 ア)

5号 及び6号 (甲1)と 異なり,「おそれがあると実施機関が認めること

につき相当の理由がある情報」との文言が用いられているところ,そ の趣

-60-



旨は,そ の判断が犯罪等に関する将来予測の専門的,技 術的判断を要する

などの特殊性があることから,司 法審査の場においては,こ のような情報

が記録されているかどうかについての実施機関の第一次的な判断を尊重

し,そ の判断が合理性を持つものとして許容される限度内のものであるか

どうかを審理判断することとするのが適当であるという点にあるものと解

される。したがって,実 施機関の本件条例 7条 4号 の非公開事由に該当す

るとの判断には裁量権が認められるのであって,こ れが違法となるのは,

実施機関の第一次的な判断が合理性を持つ判断として許容される限度を越

える場合,す なわち,当 該処分が裁量権を逸脱し,又 は濫用したと認めら

れる場合であって,具 体的には,重 要な事実の基礎を欠くか,又 は合理性

を持つものとして許容される限度を超えたと認められた場合に限られると

いうべきである。

イ こ れに対し,原 告は,司 法審査の場において,裁 判所が本件条例 7条 4

号に該当するかどうかについての実施機関の第一次的な判断を尊重すべき

との解釈については争わないものの,同 号は,非 開示事由として 「相当の

理由」の存在を要求しているのであるから,裁 判所は,裁 量権の逸脱 ・濫

用だけでなく,開 示拒否の根拠が具体的にしめされているかどうかを審理

すべきで,「相当の理由」についての主張立証責任は被告にある旨主張す

る。

しかし,上 記のとおり,本 件条例 7条 4号 は,そ の判断に犯罪等に関す

る将来予測の専門的,技 術的判断を要するなどの特殊性があることから,

実施機関の判断に裁量権を認めたものと解するのが相当であって,こ のこ

とに照らすと,原 告の上記主張は,採 用できない。

ウ ま た,原 告は,「本目当の理由」の有無の判断基準として,守 秘義務につ

いて問題とされる実質秘性の3要件を充足するか否かによって判断するの

が相当である旨主張するが,守 秘義務の問題と非公開事由該当性の問題と
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は別個の問題であつて,原 告の上記主張は採用できない。なお,原 告は,

本件文書に記載された犯罪捜査報償費の支出が,違 法な目的外支出である

こと又は目的外支出されたものではないかとの合理的な疑いを差し挟む余

地があることを前提にして,本 件請求部分に記載された情報が上記 3要件

を満たしていない旨主張するが,前 記のとおり,本 件の犯罪捜査報償費の

支出が違法な目的外支出であると認めることはできないし,ま た,同 支出

が目的外支出ではないかとの合理的な疑いを差し挟む余地があるとも認め

られないから,原告のこの点についての主張は,いずれにせよ理由がない。

(2)現 金出納簿について

ア 捜 査諸雑費に係る現金出納簿①～⑤ (年月日,摘 要,収 入金額,支 払金

額,差 引残高)に ついて

例 前 記認定事実のとおり,現 金出納簿② (摘要)の うち,捜 査諸雑費に

係る摘要については,例 えば,「○月分捜査諸雑費 (①名分)」,「①月

分捜査諸雑費 (①名分)警 部○O① O 渡 」,「①月分捜査諸雑費追加

交付 (①名分)警 部①①①① 渡 」,「①月①日渡分 捜 査諸雑費精算

返納 警 部O① OO」 等の記載がされている。

仔)現 金出納簿②に捜査員ないし中間交付者の官職又は氏名が記載されて

いないもの (例えば,「○月分捜査諸雑費 (①名分)」)に ついては,こ

れに加えて当該受入又は支出年月日や金額 (現金出納簿①③④)と いっ

た情報が公にされた場合,現 金出納簿が各部署ごとに綴られており,各

部署ごとに掌握事件 ・事務が異なることも考えれば,当 該部署の捜査状

況の活発さをある程度は窺い知ることが可能ではあるものの,前 記認定

事実に鑑みれば,月 ごとの概算交付については,い わばルーティンに月

ごとに中間交付者が取扱者から概算交付を受けるものであり,そ れ以外

の月の途中の追加概算交付や精算返納についても, 日々の捜査諸雑費の

執行について逐一記載しているものではないから,現 金出納簿①～⑤に
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記載された情報が公になったとしても,こ れにより,被 疑者等の逃亡及

び証拠隠滅,捜 査手法の比較 ・分析,協 力者等の特定がなされるなどし

て犯罪捜査に支障が生じるなど,公 共の安全と秩序の維持に支障を及ぼ

すおそれがあるとは考えられないというべきであり,そ うすると,現 金

出納簿①～⑤についての実施機関の判断は合理性を欠き,許 容し得るも

のではない。

ただし,汗J事部捜査第一課 ・平成 1‐4年 度 ・県費 ・捜査本部の平成 1

4年 4月 起)5月 起, 9月 起,平 成 15年 1月起及び2月 起の現金出納

簿 (以下,こ れらを併せて 「捜査本部現金出納簿」という。)に ついて

は,重 要ないし特殊な事件が発生したときなどに設置されるという捜査

本部の特殊性や,事 件発生場所の字名等の事件を特定し得る情報が含ま

れている捜査本部名も間々あることに鑑みれば,当 該情報が公にされた

場合には,特 定の事件についての捜査活動の活発さを窺い知ることがで

きるから,平 成 16年 5月 19日 時点において,捜 査本部現金出納簿に

ついては,捜 査員ないし中間交付者の官職又は氏名が記載されていない

捜査諸雑費の交付等に係る摘要,年 月日及び金額について,公 にするこ

とにより,公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがぁるとの実

施機関の判断は,合 理性を持つものとして許容し得る。

例 現 金出納簿②に捜査員ないし中間交付者の官職又は氏名が記載されて

いるもの (例えば,「o月 分捜査諸雑費 (○名分)警 部○○Oo 渡 」)

については,こ れに加えて当該交付を受けた年月日や金額 (現金出納簿

①③④)と いった情報が公にされた場合,当 該情報に被疑者等が自己の

持ち得る情報 (pllぇば,「警部○O① ①の配下の捜査員が,① ①の事件

について担当している」等の情報。)も 併せて分析等すれば,特 定の部

署というに留まらず,相 当程度特定された範囲の捜査について,そ の捜

査状況の活発さを窺い知ることが可能であることを考えれば,公 にする
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ことにより,公 共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるとの

実施機関の判断は,合 理性を持うものとして許容し得る。

イ 基 本捜査費に係る現金出納簿①～⑤について

前記認定事実のとおり,基 本捜査費に係る現金出納簿② (摘要)は ,具

体的な事件名や当該事件を担当していると推測される捜査員の官職 ・氏名

等の情報も記載されている上, 日々の基本捜査費の執行について逐一記載

されているところ,こ れらの情報が公開されれば,ま さに具体的な事件に

ついての具体的な情報を知り,捜 査の内容を把握し得ることになるから,

公にすることにより,公 共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあ

るとの実施機関の判断は,合 理性を持つものとして許容し得る。

ウ 現 金出納簿⑥ (月額合計)及 び各月毎の記載件数について

上記部分については,刑 事部捜査第一課 ・平成 14年 度 。県費 ・捜査本

部の平成 14年 5月起及び9月 起の現金出納簿が本件訴訟の対象となつて

いるところ,前 述のような捜査本部の特殊性等に鑑みれば,当 該情報が公

にされた場合には,特 定の事件について,各 月ごとの捜査活動の活発さを

窺い知ることができるから,平 成 16年 5月 19日 時点において,上 記現

金出納簿については,収 入金額及び支払金額の月額合計並びに各月毎の記

載件数について,公 にすることにより,公 共の安全と秩序の維持に支障を

及ぼすおそれがあるとの実施機関の判断は,合 理性を持つものとして許容

し得る。

工 小 括

以上のとおり,捜 査本部以外の現金出納簿における,摘 要欄に中間交付

者の官職又は氏名が記載されていない捜査諸雑費の受入又は支出に係る現

金出納簿①～⑤に記載された情報は,い ずれも公にすることにより,公 共

の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるとの実施機関の判断には

合理性がなく,裁 量権を逸脱又は濫用したものというべきであり,違 法で
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あるが,そ の余の部分についての実施機関の判断は,裁 量権を逸脱又は濫

用したものとは認められず,違 法であるとはいえない。

(3)支 出伺について

ア 捜 査諸雑費に係る支出伺について

171 前記認定事実に照らせば,捜 査諸雑費に係る支出伺は,取 扱者から中

間交付者へ捜査諸雑費を概算交付をする際に作成されるものであるとこ

ろ,支 出伺⑤③ (捜査員の官職 ・氏名,領 収印)に は,中 間交付者の官

職 ・氏名及びその領収印の印影が記載されており,前 述のとおり,中 間

交付者の氏名から相当程度に事件が特定される可能性がある上,こ れに

加えて当該交付を受けた金額 (支出伺⑥)と いった情報が公にされた場

合,相 当程度特定された事件の捜査の状況の活発さを窺い知ることが可

能であるから,こ れにより,公 共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすお

それがあるとの実施機関の判断は,合理性を持つものとして許容し得る。

仔)支 出伺④ (支出額)に 記載された情報ついては,支 出伺⑤に記載され

た中間交付者らに各々概算交付された金額の合計に過ぎず,ま た,支 出

伺③ (作成年月日)に 記載された情報ついては,そ の支出伺が作成され

た年月日に過ぎず,た とえ同年月日と概算交付をした年月日が符合して

いたとしても,こ れを公にすることにより,被 疑者等の逃亡及び証拠隠

滅,捜 査手法の比較 ・分析,協 力者の特定等がなされるなどして犯罪捜

査に支障が生じるとは考えられないのであり,公 共の安全と秩序の維持

に支障を及ぼすおそれがあるとの実施機関の判断は,合 理性を欠き,許

容し得るものではない。

(功 支 出伺①② (取扱者 ・補助者の決裁印)に 記載された情報ついては,

被告も本件条例 7条各号の該当性を特段主張せず,こ れを認めるに足り

る証拠もない。

イ 基 本捜査費に係る支出伺について
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例 前 記認定事実に照らせば,基 本捜査費に係る支出伺は,捜 査員へ基本

捜査費を交付をする際に作成されるものであるところ)支出伺⑤④③(捜

査員の官職 。氏名,支 出事由,領 収印)に 記載された情報は,基 本捜査

費に係る現金出納簿② (摘要)に 記載された情報と符合するから,前 記

(2)イ同様,こ れを公にすることにより,公 共の安全と秩序の維持に支障

を及ぼすおそれがあるとの実施機関の半J断は,合 理性を持つものとして

許容し得る。

m 支 出伺④ (支出額)に 記載された情報ついては,支 出伺⑤に記載され

た捜査員らに各々交付された金額の合計に過ぎず,ま た,支 出伺③ (作

成年月日)に 記載された情報ついては,そ の支出伺が作成された年月日

に過ぎず,た とえ同年月日と概算交付をした年月日が符合していたとし

ても,こ れらの情報が公にされた場合,支 出伺が各部署ごとに綴られて

おり,各 部署ごとに掌握事件 ・事務が異なることも考えれば,当 該部署

の捜査状況の活発さをある程度は窺い知ることが可能ではあるものの,

上記例の情報が非公開とされていれば,支 出伺③④に記載された情報だ

けで被告が主張するほどの推祭をされるおそれがあるとは考え難く,同

情報を公にすることにより,公 共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすお

それがあるとの実施機関の判断は,合 理性を欠き,許 容し得るものでは

ない。

(功 支 出伺①② (取扱者 ・補助者の決裁印)に 記載された情報ついては,

被告も本件条例 7条各号の該当性を特段主張せず,こ れを認めるに足り

る証拠もない。

ウ 支 出伺が何通存在するかという情報について

被告は,支 出伺が何通存在するかという情報についても,こ れを公にす

ることにより,公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため,

部分公開することもできない旨主張するが,こ の情報が公にされた場合,
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支出伺が各部署ごとに綴られており,各 部署ごとに掌握事件 ・事務が異な

ることも考えれば,当 該部署の捜査状況の活発さをある程度は窺い知るこ

とが可能ではあるものの,支 出伺⑤～◎に記載された情報が非公開とされ

ていれば,支 出伺の枚数という情報だけで被告が主張するほどの推祭をさ

れるおそれがあるとは考え難く,同 情報を公にすることにより,公 共の安

全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるとの実施機関の判断に合理性

があるとは認められない。

工 小 括

以上のとおり,支 出伺①～④に記載された情報については,い ずれも公

にすることにより,公 共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある

との実施機関の判断には合理性がなく,裁 量権の逸脱又は濫用したものと

いうべきであり,違 法であるが,そ の余の情報については,公 にすること

により,公 共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるとの実施機

関の判断は,裁 量権の逸脱又は濫用したものとは認められず,違 法である

とはいえない。

(4)支 払精算書について

ア 前 記認定事実のとおり,支 払精算書は,捜 査員が取扱者へ基本捜査費の

支払精算をする際に作成されるものであるところ,支 払精算書⑤⑥ (精算

報告者,交 付年月日),あ るいは支払精算書⑤⑬⑭ (精算報告者,返 納額

の返納年月日,領 収印)に 記載されている情報は,取 扱者から捜査員への

基本捜査費の交付に係る現金出納簿② (摘要)に記載された情報 (4/11えば,

「△△情報収集費 警 部補△△△△」や 「△月△日渡分」等),あ るいは

捜査員から取扱者への残金の返納又は不足分の追給に係る現金出納簿②に

記載された情報 (例えば,「△月△日渡分 精 算追給 警 部補△△△△渡」

等)と 符合する情報であるから,前 記(2)イと同様,こ れを公にすることに

より,公 共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるとの実施機関
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の判断は,合 理性を持つものとして許容し得る。

イ 前 記認定事実に照らせば,支 払精算書① (支払事由)に は,捜 査協力者

等の債主者の氏名,当該捜査費を執行した目的 (事件名等の情報を含む。),

捜査活動に要する経費のうち捜査協力者に対する謝礼の具体的内容,聞 き

込み 。張り込み ・追尾等に際して必要とする諸経費の具体的使途が記載さ

れている。そうすると,上 記アの情報から知り得るよりも更に具体的に特

定の事件の捜査の状況を知ることが可能であるから,こ れを公にすること

により,公 共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるとの実施機

関の判断は,合 理性を持つものとして許容し得る。

ウ 小 括

以上のとおり,支 払精算書⑤⑥①①⑭に記載された情報について,公 に

することにより,公 共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると

の実施機関の判断は,合 理性を持つものとして許容し得るところ,前 記 3

(2)ウのとおり,支 払精算書③～③⑬①,あ るいは各支払ごとの同①～②に

記載された情報は,こ れを更に細分化して非公開情報が記載された一部の

みを非公開とし,そ の余の部分を本件条例 8条 1項 に基づいて公開しなけ

ればならないものと解することはできず)ま た,同 ①②に記載された情報

も,こ れを他の部分と分離して本件条例 8条 1項に基づいて公開しなけれ

ばならないものと解することはできないから,結 局のところ,支 払精算書

の全てについて非公開としたことが違法であるとはいえない。

(5)立 替払報告書について

ア 前 記認定事実に照らせば,立 替払は,突 発事案等に応急的に対応する必

要が生じたときに行われるものであるところ,立 替払報告書③には,立 替

払をした捜査員の階級 ・氏名が記載されており,こ れらの情報が公開され

た場合,当 該情報に被疑者等が自己の持ち得る情報 (例えば,「△△△△

刑事は,現 在△△の事件の捜査をしている」等の情報。)も 併せて分析等
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すれば,相当程度特定された事件の捜査について,その捜査状況の活発さ)

進展の程度等を窺い知ることが可能であるから,こ れを公にすることによ

り,公 共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるとの実施機関の

判断は,合 理性を持つものとして許容 し得る。

イ 前 記認定事実に照らせば,立 腎払報告書②には,捜 査員が突発的に必要

となった基本捜査費の支払をした相手の氏名 ・住所が記載されており,立

替払報告書⑥③には,当 該支払の事由が記載されているところ,こ れらの

情報が公開されれば,捜 査の具体的な情報 (例えば,「△△△△とぃぅ者

が情報を提供した」等)を知 り,捜査の内容を把握 し得ることになるから,

公にすることにより,公 共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあ

るとの実施機関の判断は,合 理性を持つものとして許容し得る。

ウ 小 括

以上のとおり,立 替払報告書③②③③に記載された情報について,公 に

することにより,公 共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると

の実施機関の判断は,合 理性を持つものとして許容し得るところであり,

裁量権を逸脱又は濫用したものとは認められない。

そして,前 記 3(2)工のとおり,立 替払報告書①～④①①,ぁ るいは各支

払ごとの同⑤～③に記載された情報は,こ れを更に細分化して非公開情報

が記載された一部のみを非公開とし,そ の余の部分を本件条例 8条 1項 に

基づいて公開しなければならないものと解することはできないから,結 局
のところ,立 替払報告書あ全てにらぃて非公開としたことが違法であると

はいえない。

(6)精算領収書等

前記認定事実のとおり,精 算領収書等には,基 本捜査費の個別執行につい

て,それぞれ具体的な事実が記載されており,これらの情報が公にされれば,

捜査の内容を把握 し得ることになるか ら,公 にすることにより,公 共の安全
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と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるとの実施機関の半J断は,合 理性を

持つものとして許容し得るところであり,裁 量権を逸脱又は濫用したものと

は認められない。

そして,前 記 3(2)オのとおり,精 算領収書等は,こ れを更に細分化してそ

の一部のみを非公開とし,そ の余の部分を本件条例8条 1項 に基づいて公開

しなければならないものと解することはできないから,結 局のところ,精 算

領収書等の全てについて非公開としたことは,違 法ではない。

(7)交 付書兼支払精算書について

ア 前 記認定事実のとおり,交 付書兼支払精算書は,中 間交付者が捜査員ヘ

捜査諮雑費を交付する際及び中間交付者が取扱者へその捜査員分の捜査諸

雑費の支払精算をする際に作成されるものであるところ,交 付書兼支払精

算書⑤⑥ (精算報告者,月 数)に 記載されている
°
情報は,取 扱者から中間

交付者への捜査諸雑費の交付に係る現金出納簿② (摘要)に 記載された情

報のうち中間交付者の官職 ・氏名が記載されているもの (例えば,「○月

分捜査諸雑費 (○名分)警 部①O① O 渡 」や 「①月○日渡分 捜 査諸雑

費精算返納 警 部①OOO」 等)と 符合する情報であるから,前 記(2)ア(功

と同様,こ れを公にすることにより,公 共の安全と秩序の維持に支障を及

ぼすおそれがあるとの実施機関の判断は,合 理性を持つものとして許容し

得る。

イ 前 記認定事実に照らせば,交 付書兼支払精算書① (内訳欄の官職 ・交付

者名)に は,中 間交付者の捜査員へ捜査諸雑費が交付されたとい う情報が

記載されているところ,こ れに加えて,交 付年月日や交付額等 (交付書兼

支払精算書①②等)の 情報が公にされた場合,当 該情報に被疑者等が自己

の持ち得る情報 (例えば,「①①O① 刑事は,① ①の事件担当である」等

の情報。)も 併せて分析等すれば,特 定の部署というに留まらず,上 記ア

の情報から知 り得るよりも更に具体的に,相 当程度特定された範囲の捜査
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について,そ の捜査状況の活発さを窺い知ることが可能であるから,こ れ

を公にすることにより,公 共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれが

あるとの実施機関の判断は,合 理性を持つものとして許容 し得る。

ウ 小 括

以上のとおり,交 付書兼支払精算書⑤⑥①に記載された情報につぃて,

公にすることにより,公 共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあ

るとの実施機関の判断は,合 理性を持つものとして許容し得るところであ

り,裁 量権を逸脱又は濫用したものとは認められない。

そして,前 記 3(2)力のとおり,交 付書兼支払精算書⑤～③,あ るいは各

交付等ごとの同⑩～①に記載された情報は,こ れを更に細分化して非公開

情報が記載された一部のみを非公開とし,そ の余の部分を本件条例 8条 1

項に基づいて公開しなければならないものと解することはできず,ま た,

同①②に記載された情報も,こ れを他の部分と分離して本件条例 8条 1項

に基づいて公開しなければならないものと解することはできないから,結

局のところ,交 付書兼支払精算書の全てについて非公開としたことが違法

であるとはいえない。

(8)支 払伝票について

ア 前 記認定事実に照らせば,支 払伝票⑤には,捜 査員が捜査諸雑費の支払

をした相手が記載されており,支 払伝票⑥には,当 該支払の事由が具体的

に記載されており,支 払伝票⑦にはその支払事実の証明となる領収書等が

貼付されているところ,こ れらの情報が公開されれば,捜 査の具体的な情

報を知 り,捜査の内容を把握し得ることになるから,公にすることにより,

公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるとの実施機関の判断

は,合 理性を持つものとして許容 し得るところであり,裁 量権を逸脱又は

濫用したものとは認められない。

イ そ して,前 記 3(2)キのとおり,各 支払ごとの支払伝票③～⑦に記載され
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た情報は,こ れを更に細分化して非公開情報が記載された一部のみを非公

開とし,そ の余の部分を本件条例 8条 1項 に基づいて公開しなければなら

ないものと解することはできず,ま た,同 ①②に記載された情報も,こ れ

を他の部分と分離して本件条例 8条 1項 に基づいて公開しなければならな

いものと解することはできないから,結 局のところ)支 払伝票の全てにつ

いて非公開としたことが違法であるとはいえない。

(9)以 上のとおり,本 件請求部分に記載された情報のうち,① 捜査本部出納簿

以外の現金出納簿に記載された捜査諸雑費の受入又は支出で,摘 要欄に中間

交付者の官職又は氏名が記載されていないものに係る現金出納簿①～⑤ (年

月日)摘 要,収 入金額,支 払金額,差 引残高)及 び①支出伺①～④ (取扱者

・補助者の決裁印,作 成年月日,支 出額)に 記載された情報は,本 件条例 7

条4号 に該当しない。そして,上記①及び①部分の情報について同条 1～ 3,

5, 6号 の一つに該当すると認めるに足りる証拠はないから,本 件決定のう

ち上記部分を非公開とした部分は違法である。

他方,本 件請求部分のうち,そ の余の部分に記載された情報は,同 条4号

の非公開情報に該当する,又 はその非公開情報と独立した一体的な情報であ

る,若 しくは公開請求の趣旨を損なわない程度に分離できるとは認められな

い部分であるから,本 件決定のうちこれらの部分を非公開とした部分が違法

であるとはいえない。

は0 な お,上 記の判断は,審 査会の本件容申と異なる部分があるが,本 件答申

には法的拘束力がない上,本 件答申は,独 立した一体的な情報を細分化して

その一部が記録されている行政文書の部分のみを非公開とし,そ の余の部分

を公開すべきとの内容を含んでいること,本 件文書の作成から相当の期間が

経過していることを考慮したものであること (甲6Ⅲ 10)か らすると,本

件決定の取消訴訟である本件において,本 件答申と異なる結論になることは

やむを得ないところである。

つ
ん

々
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第4 結 論

以上によれば,原 告の請求は,本 件請求部分のうち,① 捜査本部出納簿以外

の現金出納簿に記載された捜査諸雑費の受入又は支出で,摘 要欄に中間交付者

の官職又は氏名が記載されていないものに係る現金出納簿①～⑤ (年月日,摘

要,収 入金額,支 払金額,差 引残高)及 び①支出伺①～④ (取扱者 ・補助者の

決裁印,作 成年月日,支 出額)の 各部分を非公開とした部分につ↓ヽては違法で

あるから,これを取り消し,その余は理由がないからこれを棄却することとし,

主文のとおり判決する。

新潟地方裁判所第
一民事部

裁判長裁判官    森 一
   岳

裁半J 官 瀬 沼 美 貴

裁判官中俣千珠は転補につき署名押印できない。

裁判長裁判官    森
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(則I鹸 )

(構式例■)



( 様 式 例 塗 )

(8gl 紙)‐

伺県  費  捜

平 成

支 出 額

た だ し 、 下 記 内 訳 の と お り

( 注) 取 扱 者 等 が捜 査 員 に捜 査 費 を交 付 す る際 に作 成 す る害 頼 で あ る。

年〈尋!)月

コ
Ｌ

一言
白

8 1



〈瓢 難 )
(様式例3)

④ 課
県 費  捜

( 署) 長   殿

取 扱 着

平 成

精 算

氏 名

( 下記 内 訳 の と お り)

豊
百払支費査

平 成

1  交   付   額

2 支    払    額

3  差 引 過 不 足 ( △ )

( 内 訳 ) 1

階 級

日交付の捜査 費の精算

¥

額

返 榊返 納 額

年 月 日)のの 結 果 の上 記 の
' 精

算

        領 収足 額不

平 成 日

領

収

印 ③
( 注) 捜 1 査員 が 自 ら執 行 した 捜 査 費 を 精 算 す る た め に 取 扱 者 に 提 出す る

書 類 で あ る。

8 2



(劇
・
議)    ■ ■

( 様式 例 撃 )

( 注) i 捜 査 員 が 突 発 事 案 等 に応 急 的 に対 応 す る必 要 に 迫 られ 、 一 時 的 に

私 責 を 立 て 替 え た 場 合 に 、 当 該 立 替 払 猿 につ い て 取 扱 者 の 確! 認ど 受

け る た め
) の

書 類 で あ る 。               i

県 費  立 替 払 幸長

平 成

生
目

量
標

年
③

月 日

② ( 署 )

階 級 氏 名 ④ ①

　

　

ヽ

上 記 の 金 額 を 下 記 の と お り立 替 え ま

―   記

し た の で 報 告 い た し ま す 。

支 払 年 月 日 金 額 債 主 住 所 氏 名 1支  払   事 Ⅲ 由 備1  考

③ ③
l① ヽ

③

平 成 日

(申間)取扱者確認印

己1)…
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(!劇 紙 )
( 様式 例 3 )

( 注 ) ①  中 間交 付 者 が 取 扱 者 か ら交 付 を受

1 付す る場 合 の書 類 で あ る。

け た 捜 査 諸 雑 費 を 登 録 職 員 に交

②  中 間 交 付 者 が 取 扱者 に 自 らが 扱 う登 録 職 員 分 の捜 査 諸 雑 費 を精 算

す るた め の書 類 で あ る。

8 4



(劇 紙 )‐
ぐ様式例6)

( 領 収 書 等 貼 付! 櫛)

① 有

責  )

日

伝払支 不

平 成

県

階 級 氏 名

ら執行した捜査諸雑費を中間交付者に報告するため

①

( 注) 登 録 職 員 が 自

の 書 類 で あ る 。

支 払 年 月 日 金  額 支 ‐払  先 支 払 事 曲

③ ③

合  , 計

8 5
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